
 

「令和５年度横浜市市民活動保険」の周知及びリーフレットの配布について 

 

 「横浜市市民活動保険」は、より住みやすい地域の実現のため、ボランティア活動をする方が

安心して活動を行えるように、市があらかじめ保険会社と保険契約を締結して運営しています。

令和５年度もこれまでと同様に、継続して実施します。 

事業周知のため、令和５年度版のリーフレットを３月の区連会資料に同封して各自治会町内

会長あてにお送りします。よろしくお願いいたします。 

 

１ 令和５年度横浜市市民活動保険補償内容 

令和４年度補償内容から変更はありません。 

賠償責任保険（限度額） 傷害保険 

身体賠償  

１名  １億円 死 亡 １名 500万円 

１事故 ５億円 後遺障害 
後遺障害の程度に応じた金額 

（１名 上限 500万円） 

財物賠償 １事故 500万円 入 院 １日 3,500円（180日限度） 

保管物賠償 １事故 500万円 通 院 １日 2,500円（90日限度） 

免責金額 

（自己負担

額） 
5,000円 手 術 

入院の手術 35,000円 

外来の手術 17,500円 

 

２ 添付資料 

  リーフレット「令和５年度横浜市市民活動保険のご案内」 

  

３ 主な配布先 

各区総務課、各区区政推進課広報相談係、各区市民活動支援センター、地域ケアプラザ 等 

本市ホームページにも掲載します。 

 

※ 令和５年度横浜市市民活動保険事業は、予算案が横浜市会において議決されることが実施

の条件となります。 

 

市連会３月定例会説明資料 

令 和 ５ 年 ３ 月 1 0 日 

市民局地域活動推進課 

【担当】市民局地域活動推進課 木村・笹尾 

電話：045-671-3624 

メール：sh-chiikikatsudo@city.yokohama.jp 

mailto:sh-chiikikatsudo@city.yokohama.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もっぱら市内で、次の４つの要件を全て満たすボランティア活動を行う方。 

① 自主的に構成されたグループや個人、地域住民組織である自治会町内会が行っている活動 

② 無報酬の活動 （交通費などの実費の支給を除く） 

③ 継続的・計画的に行っている活動 

④ 公益性のある（他人や社会に貢献する）活動 

※ 対象となるボランティア活動には次の行為も含まれます。 

・ 集合地又は出発地及び解散地と自宅との通常考えられる経路の往復途上 （国内に限る） 

・ 活動に必要な会議・会場設営の準備活動、後片付け 

対 象 

特 徴 

■保険料は不要です。 

■事前の登録・加入手続きは不要です。 

■事故発生後に手続きをしていただきます。  
ボランティア活動をする方が安心して活動を行えるように、横浜市が保険料を負担し、保険会社と契約をしています。 

活動者には事故発生後に、日頃の具体的な活動内容や、事故の状況を書面で報告していただきます。それに基づき

横浜市と保険会社が審査を行い、要件を満たしていることが確認できた場合に保険金が支払われます。 

※ 詳しい手続き方法・必要書類については、最後のページをご確認ください。 

対象となる活動の例は次ページ 
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5

3
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段差（階段、床の凹凸、縁石等）での転倒

虫刺され

道具（剪定バサミ、包丁等）の操作ミス

その他

事故の原因は？ 【傷害事故：令和４年４月～令和４年 12 月】 

負傷内容は？ 

ボランティア活動中のケガや、他人の物を壊した場合などの補償制度です。 

令和５年４月１日午後４時～翌年４月１日午後４時に発生した事故が対象です。 
補償内容等が年度によって変わる場合がありますので、必ずご確認ください。 
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5

7

7

13

骨折

虫刺され

創傷

打撲

その他

どうぞ気を付けてご活動ください。 
  

 R５年３月作成  



  

 

１ 社会福祉施設等への援護活動 行事の手伝い、習い事の指導、慰問 等 

２ 高齢者、障がい児・者等への援護活動 配食サービス、生活介助、手話通訳･点訳･朗読奉仕 等 

３ 清掃活動 
公園・河川・公道等の不特定多数の方が利用する場所の 

清掃・美化活動 等 

４ 資源回収・リサイクル活動  

５ 公共的団体が行う募金活動 共同募金、交通遺児募金 等 

６ 地域防災・防犯活動   
地域防災拠点の運営、地域の防災訓練の運営・指導、 

避難所での配食活動、防犯パトロール 等 

７ 交通安全活動 通学路での児童の見守り、自転車放置防止 等 

８ 保健衛生活動 食生活改善指導、健康に関する啓発 等 

９ スポーツ活動の指導・運営  各種スポーツの指導、競技会の企画・運営・審判 等 

10 文化活動の指導・運営  
絵画・音楽・パソコン・各種学習の指導、 

講座の企画・運営 等 

11 地域住民組織の運営  
自治会町内会や老人クラブ、子ども会の運営、自治会町内

会役員会等の会議への参加、広報物の配付・掲示 等 

12 市（区）主催・共催事業の企画・運営   講演会、展示会等の企画・運営 等 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△！ 次の活動は対象になりません。（主な例） 

（１） 勤務中や職業に従事しているときの活動、委託契約に基づく活動（報酬の有無にかかわらず、対象外） 

（２） 民生委員・児童委員、スポーツ推進委員などの非常勤特別職の地方公務員としての活動 

    （公務災害等の補償があります） 

（３） 学校管理下での活動（例：市立学校の授業で川の清掃を行う生徒と、それを指導する地域の方） 

（４） 単位取得や学習のために行う活動 （例：学校の宿題として課された活動） 

（５） 金額にかかわらず、謝金・手当など、労働の対価が支給される活動 （交通費・食費などの実費の支給は可） 

（６） 一時的、突発的な善意の行為 （例：一時的な手伝い、突然倒れた人を助ける行為） 

（７） 親睦が目的の活動、サークル活動 （例：団体の親睦会、活動後の慰労会、趣味の活動） 

（８） 互助的な活動（例：集合住宅の敷地内の清掃、共有財産の管理、ごみ集積場所の清掃） 

（９） 特定の個人や特定の団体の利益のための活動 

（１０）政治、宗教、営利に関わる活動 （例：祭礼等の宗教行為を含む行事、宗教施設の維持管理等） 

（１１）チェーンソーを使用する森林ボランティア活動 （賠償責任事故のみ対象となります） 

㊟ 防災訓練やイベントの参加者、講座の受講者は対象になりません。（スポーツ活動の運営者であっても競技参

加中の事故は対象外となります） 

㊟ 本市が執行する他の保険とは併用できません。（個人で加入している民間の保険との併用は可能です） 

㊟ 本市が所有する施設への賠償責任事故には適用できません。 

対象となるボランティア活動の例 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

賠

償

責

任

事

故 

ボランティア活動中にボランティア活動者の過失により、他人にケガを負わせたり、他人の物を壊してし

まったりなどした結果、被害者から損害賠償を求められ、法律上の賠償責任を負った場合に保険金が支払

われます（道義上の責任のみでは支払対象となりません）。 

※免責金額（自己負担額）5,000 円を超える部分について支払われます。 

区 分 保険金額（限度額） 自己負担額 内 容 

身体賠償 
１名  １億円 
１事故 ５億円 

5,000 円 

他人の身体に損害を与えた場合 

財物賠償 

１事故 500 万円 

他人の財物に損害を与えた場合 

保管物賠償 
他人からの預かり品や管理している物を 

滅失・き損・汚損などにより被害を与えた場合 

傷

害

事

故 

ボランティア活動中に発生した急激かつ偶然な外来事故（※）によって、ボランティア活動者が死亡・負傷

した場合に保険金が支払われます。 

区 分 保 険 金 額 内 容 

死 亡 １名 500 万円 傷害事故が原因で事故の日から 180 日以内に死亡した場合 

後遺障害 
程度により 

１名 20～500 万円 

傷害事故が原因で事故の日から 180 日以内に後遺障害が生

じた場合 

入 院 １日 3,500 円 （180 日限度） 傷害事故が原因で事故の日から 180 日以内に入院または通
院した場合 
※実際にかかった費用ではなく、入院・通院の日数で計算します。 

※医師のいる医療機関で診断・治療を受けてください。 
通 院 １日 2,500 円 （90 日限度） 

手 術 
入院の手術 35,000 円 

外来の手術 17,500 円 

入院保険金が支払われる場合で、事故の日から 180 日以内

に傷害の治療のために手術を受けた場合（1 回の手術に限る） 

■賠償責任事故・傷害事故 共通 

・地震、噴火、または津波による事故 ・活動者の故意による事故 ・活動者の心神喪失による事故 等 

■賠償責任事故 ■傷害事故 

・ 車両の所有、使用、または管理に起因する

事故 

・ 故意又は重大な過失により法令に違反して

製造、販売又は提供した物による事故 

・ 自身（団体）の財物の滅失、き損または汚損 

・ 活動者の親族に対する事故 等 

・ 熱中症 

・ 対象者の脳疾患や疾病によるもの 

・ 細菌性食中毒 

・ むち打ち症や腰痛などで、それらの症状を裏付けるに足り

る医学的他覚所見がないもの 

・ 自殺行為、犯罪行為、無資格運転、酒酔運転による事故 

・ 重大な過失による事故 

・ 長時間立って作業をしたことでひざを痛めた 等 

補償内容 

△！  支払いの対象とならない主な例 

※急激かつ偶然な外来事故とは 

・ 急激・・・原因または結果の発生を避け得ない程度に急迫した状態 

・ 偶然・・・原因または結果の発生が対象者にとって予知できない状態 

・ 外来・・・原因の発生が対象者の身体に内在するもの（持病等）ではないこと 



 

 

 

 

 

１ （ケガをした場合）すぐ病院へ行く 

事故によるケガの状態を把握し、適切な治療を受けるために医師のいる病院へ行きます。 

２ 区役所へ連絡する（原則 30 日以内） 

事故が発生した場合は、お近くの区役所総務課まで電話等でご連絡ください。手続き方法をご説明いたします。 

３ 区役所に必要書類を提出する（事故報告書の様式を受け取った日から原則 14 日以内） 

■ 区役所から「事故報告書（様式）」をお渡しします。必要事項を記入し、書類（下表参照）と一緒にご提出ください。 

保険の対象要件（確認事項） 提出書類の例 

１ 自主的に構成されたグループや個人、地域住民組織である 

規約、会則、チラシ、ボランティア募集パンフレット 等 ２ 無報酬の活動である 

３ 公益性のある活動である 

４ 継続的・計画的に実施されている活動である 事業計画書、案内文、チラシ 等 

５ 申請者（活動者）が事故日に活動していた 当日の活動者名簿、当番表、ボランティア登録票 等 

６ 【往復経路での事故の場合のみ】 事故は、適切な経路上で発生している 「自宅～活動場所」の経路と事故発生場所が示された地図 

■ 「事故報告書」には、事故や活動を証明できるご家族以外の第三者の氏名・住所等を記載していただきます。 

■ 市が、対象となる活動であると認める場合に、保険会社から保険金の請求に必要な書類をお送りします。 

 

４ 保険会社に保険金の請求書を提出する 

■ 賠償責任事故の場合は、被害者との間で示談が成立した時、または調停、裁判上の和解、判決等、書面による合意

が成立した後にご提出ください。 

■ 傷害事故の場合は、日常生活に支障がない程度まで回復された時、または事故発生日から 180 日を経過した時にご

提出ください。 

■ 請求内容について保険会社が確認・調査した結果、対象事故であると認める場合に、保険金が支払われます。 

お
問
い
合
わ
せ
・申
請
先 

 

（各
区
役
所
総
務
課
） 

青葉区 
Tel ９７８－２２１２ 

Fax ９７８－２４１０ 
港南区 

Tel ８４７－８３０５ 

Fax ８４１－７０３０ 
戸塚区 

Tel ８６６－８３０８ 

Fax ８８１－０２４１ 

旭区 
Tel ９５４－６００６ 

Fax ９５１－３４０１ 
港北区 

Tel ５４０－２２０６ 

Fax ５４０－２２０９ 
中区 

Tel ２２４－８１１２ 

Fax ２２４－８１０９ 

泉区 
Tel ８００－２３１２ 

Fax ８００－２５０５ 
栄区 

Tel ８９４－８３１１ 

Fax ８９５－２２６０ 
西区 

Tel ３２０－８３０８ 

Fax ３２２－９８４７ 

磯子区 
Tel ７５０－２３１１ 

Fax ７５０－２５３０ 
瀬谷区 

Tel ３６７－５６１１ 

Fax ３６６－９６５７ 
保土ケ谷区 

Tel ３３４－６３７３ 

Fax ３３４－６３９０ 

神奈川区 
Tel ４１１－７００６ 

Fax ３２４－５９０４ 
都筑区 

Tel ９４８－２２１２ 

Fax ９４８－２２０８ 
緑区 

Tel ９３０－２２１１ 

Fax ９３０－２２０９ 

金沢区 
Tel ７８８－７７０５ 

Fax ７８６－０９３４ 
鶴見区 

Tel ５１０－１６５３ 

Fax ５１０－１８８９ 
南区 

Tel ３４１－１２２４ 

Fax ２４１－１１５１ 

市外局番：045 

 

事故が起こった際の手続き方法 

よくあるご質問 横浜市ホームページに掲載しています。  トップページ  市民活動保険    検索  

市外局番 

045 

Ｑ１： 市民活動保険が利用できるのなら、自分で契約していた保険は解約しても大丈夫ですか？                     

 →市民活動保険は万が一の事故のための最低限の補償を行う制度のため、活動内容を踏まえ、どの範囲の補償が必要か十分

に検討してください。なお、任意で契約した民間の保険と併用できる場合もあります。 

 

Ｑ2： 申請書類に名簿等の提出が必要とありますが、個人情報の取扱はどのようになりますか？                       

→全員の名簿は必要ありません。申請する方や関係する方の記載部分のみご提出ください。また、ご提出の際は団体代表者

や該当者の了解を得る等、ご調整ください。 

＜作成・発行＞ 横浜市市民局地域活動推進課  

Tel：０４５－６７１－３６２４ ／ Eメール：sh-chiikikatsudo@city.yokohama.jp 
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令和５年度 LED 防犯灯整備事業について（依頼） 

 

日頃から、本市の LED 防犯灯整備事業に御理解、御協力を賜り、厚くお礼を申しあげ

ます。令和５年度も引き続き LED 防犯灯の新規設置、維持管理等を行ってまいりますの

で御協力をお願いします。 

 

お願い１ ＬＥＤ防犯灯の見守りへの御協力について         

横浜市が設置したＬＥＤ防犯灯については、電気料金の支払及び故障時の修繕などの管

理は横浜市が行い、故障の発見及び連絡、繁茂した草木の除去等の日常の見守りは、自

治会町内会の皆様にお願いしております。引き続き御協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市連会３月定例会説明資料 

令和５年３月 10 日 

市民局地域支援部地域防犯支援課

   

 

＊ＬＥＤ防犯灯の故障等を発見された際は、下記の連絡先までご連絡ください。 

鶴見区地域振興課  電話０４５－５１０－１６８７ 

市民局地域防犯支援課 電話０４５－６７１－３７０９ 

 

＊お知らせいただきたいこと 

① 管理番号（黄色のプレート又は銀色のシールに記載されている番号です。） 

② 電柱番号（電柱に電柱番号が記載されている場合には、併せてご連絡ください） 

③ 住所及び目標物 

④ 不具合の内容（「点灯していない」「昼間も点灯している」「点滅している」「鋼管ポー

ルに車が衝突し傾いている」等） 

⑤ 不具合発生の時期（気づいた日）、及び時間帯 

 

 

＊防犯灯は周囲の状況や他の照明との関係により、防犯灯によっては点灯する時間が

遅くなる場合がありますが、故障ではありません。 

＊鋼管ポールが倒れたり、大きく傾いたりなどして、電線の垂れ下がりや切断しているの

を見つけたときは、大変危険ですので絶対に近づかず、東京電力パワーグリッド株式

会社カスタマーセンター（電話：0120-995-007、※0120 番号をご利用になれない場

合は 03-6375-9803（有料））に御連絡ください。 
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 ※横浜市防犯灯の管理番号について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜コラム１ LED 防犯灯事業の現状＞ 

～灯具の耐用年数を超過した防犯灯が増えています～ 

平成 21～23 年度に設置した LED 防犯灯は、10 年と言われ

ている耐用年数を超過して使用しており、維持管理への対応

に注力しています。 

 

お願い２ 鋼管ポール防犯灯の撤去、建替えへの御協力について    

著しく劣化した鋼管ポールは、撤去、建替えを行います。 

撤去、建替えの実施には近隣にお住いの方の御理解、御協力が必要となります。近

隣にお住いの皆様から御理解、御協力を得るために、自治会町内会のお力をお借りし

たく、御協力をお願いします。具体的な対応については個別にお願いさせていただき

ます。 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

電柱共架タイプ 鋼管ポールタイプ 

灯具の横に黄色のプレートが付いて

います。 

 

 

 

 

 

 

ポール本体に黄色のプレート又は

銀色のシールが付いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プレートタイプ    シールタイプ 

 

 

 
 

防犯灯不点灯 

(1) 対象となる鋼管ポールの選定は、市民局地域防犯支援課が行います。 

(2) 付近に電柱がある場合は、ポールを撤去し、灯具を電柱へ移設します。 

建替えは付近に電柱がない場合に限られます。 

(3) 建替えの際には、横浜市の仕様に則り、鋼管ポール基礎の直径 50cm のものを設

置します。その結果、従前の鋼管ポールと同じ場所に設置することができない場

合もあります。このような場合は自治会町内会と協力し、新たな設置場所を検討

します。 

(4) 設置可能な場所が見つからなかった場合や、近隣にお住いの皆様の合意が得ら

れなかった場合は、撤去のみとなることもございますので、御了承ください。 
 

Y 瀬谷区 

T 555 
Y 鶴見区 
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＜コラム２ LED 防犯灯事業の現状＞ 

～鋼管ポールの中には経時劣化により建て替えが必要なものも増えています～ 

自治会町内会から移管した鋼管ポール防犯灯は設置の時期

や工法が一様ではなく、中には著しく劣化したものもありま

す。倒壊による被害を生じさせないよう、計画的な建替えを

実施しています。 

 

お願い３ ＬＥＤ防犯灯移設の御検討について            

地域の安全で安心な環境づくりに重要な役割を担っている防犯灯ですが、周辺の土

地利用状況が変わり、防犯灯に頼ることなく十分な明るさを確保できるようになった

場合などについては、明かりが必要な場所に移設することを御検討いただくようお願

いします。 

移設の手続の詳細につきましては、市民局地域防犯支援課までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

お願い４ 自治会町内会管理の防犯灯のＬＥＤ化の御検討について 

蛍光灯防犯灯を所有管理している自治会町内会様におかれましては、蛍光管の交換

が不要で、電気代も節約できるＬＥＤ防犯灯への交換について、脱温暖化対策とＳＤ

Ｇｓの観点からも御検討を進めていただきますようお願い申し上げます。 

(参考)1 灯当たりの年間電気代（令和４年度） 

   22Ｗ蛍光灯：約 4,667 円 ⇒ 10ＷＬＥＤ灯：約 1,901 円 ※約 60％削減 

  

お願い５ ＬＥＤ防犯灯寄附の御検討について            

自治会町内会や宅地開発事業者の皆様が、独自に電柱へＬＥＤ防犯灯を新設する際、

事前に横浜市と協議し、その防犯灯を横浜市へ寄附することにより、その後の電気料

金の支払及び故障時の修繕対応などを横浜市で対応することが可能な場合があります。 

横浜市ＬＥＤ防犯灯仕様及び横浜市防犯灯設置基準を満たしているものが対象とな

りますので、寄附の手続の詳細につきましては、市民局地域防犯支課までお問い合わ

せ、御相談ください。 

 

 

 ポール穴あき 

(1) 移設先は横浜市防犯灯設置基準を満たしている電柱に限ります。 

（鋼管ポール防犯灯の移設（抜いて刺しなおす）はできません。） 

(2) 移設の費用は、横浜市が負担します。 
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お知らせ LED 防犯灯新設の申請について              

令和５年度の新規設置灯数は、電柱タイプが 180 灯、鋼管ポールタイプが 18 灯を予

定しています。すべての御要望には添えない状況ですが、防犯灯設置基準に照らし合わ

せ、より効果的な設置を進めてまいりますので、御理解・御協力を賜りますようお願い

申し上げます。 

１ 申請書類及び提出期限について 

(1) 設置を希望する自治会町内会は、申請書を各区役所地域振興課でお受け取り

ください。 
(2) 申請書は、令和５年５月 31 日（水）までに 

各区役所地域振興課に御提出ください。 
 

２ 申請場所の選定について 

(1) 選定場所は、多くの地域の方が通行する道路を照明する場所とし、周囲に明か

りが無く、防犯上不安のあるところとしてください。 

(2) 場所を選定する際には、必ずお住まいの方や近隣の方など関係者の御理解を得

たうえで申請を行ってください。 

３ 令和５年度のＬＥＤ防犯灯の新設予定数について  

電柱へのＬＥＤ防犯灯の新設・・・・・・・・・・180 灯（昨年度 300 灯） 

 鋼管ポールＬＥＤ防犯灯の新設・・・・・・・・・ 18 灯（昨年度 一時休止） 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注】この事業は、令和５年度横浜市予算案が横浜市会において議決された後に実施

が確定します。 

 ＜お問合せ先＞ 
市民局地域防犯支援課防犯灯担当 
電話：045-671-3709 
電子メール：sh-chiikibohan@city.yokohama.jp 

【 横浜市防犯灯設置基準（抜粋） 】 

 

・設置場所は、自治会町内会の区域内及びその周辺で多くの地域住民が通行する道路

を照明する場所とする。ただし、原則として集合住宅等の敷地内通路を照明する場

所は除く。 

・灯具は、東電柱又はＮＴＴ柱に設置する。ただし、設置できる電柱がない等の理由

によりやむを得ない場合は、鋼管ポールに設置する。 

・防犯灯の設置間隔は、屋外照明からおおむね 25 メートル以上とする。ただし、防犯

上及び道路形状等の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 

・灯具の設置の高さは、原則として地上から 4.5 メートル以上とする。 



 

 

自治会町内会長 様 

 
「自治会町内会に対する依頼の見直しに向けたアンケート」への 

ご協力の御礼及び単純集計結果（速報）について 

  
 
日頃から、市政へのご協力を賜り、ありがとうございます。 

自治会町内会ではコロナ禍等を契機に活動スタイルの見直しをされている中で、横浜市と

しましても、それに対応した方向性を検討するため、11 月から１月にかけて標記アンケー

トのお願いをし、皆様方にご協力いただきました。誠にありがとうございました。 

 現在も分析を行っているところではありますが、まずは単純集計結果につきましてご報告

いたします。 

 今後の取組については、アンケート結果をもとに、市連会や区連会で御意見を伺いながら、

優先順位をつけ見直しを進めていきたいと考えております。引き続きよろしくお願い申し上

げます。 

 

１ アンケート回収状況 

 電子申請：  606 件 

 郵 送 等：1,132 件 

合  計：1,738 件（回答率：61.0%） 

 

２ アンケート結果について 

 (1) 横浜市からの情報周知 

   ＜方法＞「資料＋説明」が適切（上位 3位） 

    ・生命・財産に関するもの（防災関係、コロナ関連情報等）     ：64% 

・自治会町内会活動に関連するもの（補助事業の案内、先進的な活動事例等）：57% 

・市政・区政、施策の周知を目的とするもの（市の計画案内、市民意見募集等）：44% 

＜改善すべき点＞（上位 3位） 

・資料の分かりやすさ：52% 

・情報量の多さ   ：41% 

・情報内容の精査（「広報よこはま」掲載情報の区連会議題からの除外）：38% 

 (2) 委嘱委員の推薦 

   委嘱委員の候補者探しが「難しい」：56%、「やや難しい」：28% 

   ＜難しい理由＞（上位 3位） 

・活動に充てる時間の余裕のない人や活動時間の合わない人が多かった：67% 

    ・地域での役割や活動の認知度が低く、理解を得にくかった     ：49% 

    ・委嘱委員の責任が重く、負担が大きいと考えている人が多かった  ：49% 

 (3) 候補者推薦における横浜市の関わり・支援のうち期待する取組(上位３位) 

   委嘱委員の会議回数の減など業務量の削減   ：47% 

   委嘱委員の業務内容説明資料の配付      ：39% 

   地域活動人材の紹介など個別に相談できる環境 ：26% 

約６割の方にご回答いただきました！ 

３ 月 市 連 会 定 例 会 資 料 
令 和 ５ 年 ３ 月 1 0 日 
市 民 局 地 域 活 動 推 進 課 
健 康 福 祉 局 地 域 支 援 課 

裏面あり 



  (4) 民生委員・児童委員の推薦 

令和４年 12 月一斉改選で候補者確保が特に難しかった理由（上位３位） 

民生委員の責任が重く、負担が大きいと考えている人が多かった   ：46％ 

活動に充てる時間的余裕のない人や活動時間が合わない人が多かった ：35％ 

民生委員の業務量が多く、負担が大きいと考えている人が多かった  ：34％ 

 

３ アンケート調査報告（速報・単純集計） 

 別紙の通り 

〈⾏政からの情報周知・委嘱委員の推薦について〉 
担当 市⺠局地域活動推進課 ⼩河内、川⼝ 
電話 045-671-2317 
電⼦メール sh-chiikikatsudo@city.yokohama.jp 
〈⺠⽣委員・児童委員について〉 
担当 健康福祉局地域⽀援課 柿沼、中澤 
電話 045-671-4046 
電⼦メール kf-chiikishien@city.yokohama.jp 



35%

22%

26%

31%

9%

12%

35%

47%

47%

30%

39%

45%

36%

42%

43%

40%

51%

49%

29%

65%

78%

74%

69%

91%

88%

65%

53%

53%

70%

61%

55%

64%

58%

57%

60%

49%

51%

71%

全体
鶴⾒区

神奈川区
⻄区
中区
南区

港南区
保⼟ケ⾕区

旭区
磯⼦区
⾦沢区
港北区
緑区

⻘葉区
都筑区
⼾塚区
栄区
泉区

瀬⾕区

電⼦申請/郵送等 ⽐率
電⼦申請 郵送

88

110

74

64

117

104

120

110

88

119

91

83

95

72

116

69

104

87

鶴⾒区
神奈川区

⻄区
中区
南区

港南区
保⼟ケ⾕区

旭区
磯⼦区
⾦沢区
港北区
緑区

⻘葉区
都筑区
⼾塚区
栄区
泉区

瀬⾕区

区別回収率、回収数

※区不明 27件

【調査の⽬的】
「令和２年度横浜市⾃治会町内会・地区連合町内会アンケート調査」の結果において、⾏政からの依頼事

項のうち、「委嘱委員の推薦」及び「⾏政からの情報周知」に対する負担感が特に⼤きいことが読み取れ
た。それらの負担感解消に向けた本市の対応の⽅向性を検討するため、⾃治会町内会の状況や地域のニーズ
を把握することを⽬的として調査を実施した。

【調査概要】
(1)調査⽅法
・アンケート⽅法による定量調査
・区連会配送ルートにより調査票を配付。回収は郵送および横浜市電⼦申請届出システムによる回答。
(2)調査の対象
市内の全⾃治会町内会⻑：2,849名（令和３年４⽉１⽇時点数）

(3)実施時期
令和４年11⽉11⽇〜令和５年１⽉31⽇

(4)回収率(数)

発送数：2,849票／有効回答標本数：1,738票／有効回答標本回答率：61％
(5)調査実施主体
横浜市（市⺠局地域活動推進課、健康福祉局地域⽀援課）

【表記について】
本報告書（速報版）では、アンケート回答の集計結果（割合％）を⼩数点以下第⼀位の四捨五⼊により整

数値として、表記しているが、グラフ作成に使⽤している集計結果は少数点以下を持ったデータとして処理
をしている。このため、同じ整数値であってもグラフ⾯積や⻑さが異なっていたり、合算値が100とならな
い箇所がある。また、特記がない限りn=88（鶴⾒区有効回答標本数）とする。
各設問の「その他」における記述欄及び、⾃由記述の設問の回答においては、速報版では省略する。

回収状況

鶴⾒区

(n=1,738)
(n=1,738)

⾃治会町内会に対する依頼の⾒直しに向けたアンケート単純集計結果（速報版）

1



13%

31%

18%

15%

20%

2% 1% 0%

会⻑の在職年数

１年以下
２〜３年
４〜５年
６〜10 年
11〜20 年
21〜30 年
31 年以上
無回答

30% 68% 2%

2(2)区連会資料を区連会ホームページ等から⼊⼿し、電⼦データ（ワード、PDF

等）で活⽤していますか。

活⽤している 活⽤していない 無回答

２横浜市からの情報周知について

１会⻑の情報

2%

19%

64%

14%

1%

会⻑の年齢

20 代以下
30 代
40 代
50 代
60 代
70 代
80 代
90 代以上

0%

22%

17%

35%

26%

0%

加⼊世帯数

〜100 世帯
101〜300 世帯
301〜500 世帯
501〜1000 世帯
1001 世帯以上
無回答

15%

11%

8%
66%

0%

会⻑の職業

会社員・公務員
⾃営業
パートタイム・アルバイト
無職
無回答

72%

33%

41%

56%

18%

18%

28%

30%

25%

65%

52%

40%

76%

78%

69%

66%

0%

1%

3%

3%

5%

1%

0%

3%

3%

1%

3%

1%

1%

2%

2%

1%

①⽣命・財産に関するもの

②⽇常⽣活に密接に関わるもの

③市政・区政、施策の周知を⽬的とするもの

④⾃治会町内会活動に関連するもの

⑤報告案件

⑥⾏事等の告知のための回覧・
掲⽰等による周知依頼(市)

⑦⾏事等の告知のための回覧・
掲⽰等による周知依頼(区)

⑧地域の⽕災（消防）、犯罪発⽣状況（警察）

2(1)横浜市からの情報周知について 以下の種別の情報をどのような⽅法で
お伝えするのが適切と思いますか

資料＋説明 資料提供のみ 区連会の議題になじまない 無回答

⑧地域の⽕災（消防）、犯罪発⽣状況（警察）

(防災関係、コロナ関連情報等)

(年末のごみ収集⽇程等)

(市の計画案内、市⺠意⾒募集等)

(補助事業の案内、先進的な活動事例等)

(年間のごみ収集量の報告などの事業・計画の事後報告等)

⑦⾏事等の告知のための回覧・掲⽰等による
周知依頼（区）

⑥⾏事等の告知のための回覧・掲⽰等による
周知依頼（市全体）

※20代以下、30代、40代、
無回答は該当なし

2



３⾃治会町内会のデジタル化の状況

44% 33% 17%

0% 1% 2% 2%

2(3)今後、区連会を通した情報をどのような⽅法で受け取るのが、会⻑の皆様に
負担が少なく、地域の皆様への周知に効果的と考えますか。

区連会後の毎⽉の資料送付を活⽤
紙媒体と電⼦データの併⽤
基本的には電⼦データでいいが、横浜市から依頼する回覧資料、掲⽰資料は必要数ほしい
区連会等のホームページから資料データを⼊⼿できるようにしてほしい
区連会の情報は不要
その他
無回答

56%

22%

6%

3%

0%

1%

0%

0%

18%

2%

活⽤していない
LINE

⾃治会のホームページ
⾃治会運営アプリ
フェイスブック
メールマガジン

ツイッター
分からない

その他
無回答

3(1)会員の皆様へ⾃治会活動等の情報を周知する際に以下の⽅法を活⽤していま
すか。

3(2) （１）のデジタルツールの具体的な活⽤事例（⾃由記述）

速報版では省略

53%

34%

40%

14%

20%

5%

8%

資料のわかりやすさ
情報量の多さ

情報内容の精査
ペーパーレス化等デジタルツールの活⽤

資料部数の是正
その他
無回答

2(4)区連会資料の情報を周知する上で⾏政が改善すべき点について、あてはまる
ものすべてを選択してください。

(「広報よこはま」掲載情報の区連会議題からの除外)

(会⻑への１部配布の⾒直し)
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52%

25%

22%

22%

28%

17%

9%

22%

パソコンやタブレット等の通信機器の購⼊やWi‐Fi 環…
⾃治会運営アプリの導⼊⽀援

ICT 機器の導⼊や運⽤のためのアドバイザー派遣
技術的な相談窓⼝の設置

ICT 機器の操作研修
様々な資料のデータ提供

その他
無回答

3(3) ICTを活⽤した情報周知をする上での⾏政からの⽀援策として有効と思われ
るものについて、あてはまるものすべてを選択してください。

66%

69%

66%

44%

26%

32%

20%

14%

スマートフォンを所有
御⾃宅にインターネット環境がある

パソコン、タブレット端末等の通信機器を所有
SNS を利⽤

オンライン会議を活⽤したことがある
デジタル関係について相談ができる⼈が⾝近にいる

⾃治会館にインターネット環境がある
無回答

3(4)会⻑御⾃⾝のデジタル環境について、あてはまるものすべてを選択してくださ
い。

45% 28% 14% 6%

1%

6%

5(1)委嘱委員の候補者探しについてあてはまるものを選択してください。

難しい やや難しい 普通 難しくない わからない 無回答

４横浜市からの情報周知について（⾃由記述）
速報版では省略

５委嘱委員推薦事務について

パソコンやタブレット等の通信機器の購⼊や
Wi‐Fi 環境整備等の導⼊費⽤の補助

（委嘱委員の例）
スポーツ推進委員、⻘少年指導員、環境事業推進委員、保健活動推進員、
明るい選挙推進委員、消費⽣活推進員（⼀部区に限る）（※）
※⺠⽣委員・児童委員については、設問６以降で伺っています。
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40%

32%

20%

12%

12%

8%

5%

20%

委嘱委員の会議回数の減など業務量の削減

委嘱委員の業務内容説明資料の配付

地域活動⼈材の紹介など個別に相談できる環境

広報

⾃治会向け説明会

特になし

その他

無回答

5(3)（１）で「１ 難しい」「２ やや難しい」と回答した⽅に伺います。候補
者推薦における横浜市の関わり・⽀援のうち、期待する取組について、あてはま
るものすべてを選択してください。

5(4) 候補者探しが最も困難と感じた委嘱委員や⽇頃から感じていること（⾃由記述）
速報版では省略

(n=1,461)

(n=65)

66%

55%

51%

46%

42%

23%

25%

6%

12%

0%

活動に充てる時間的余裕のない⼈や活動時間が合わない⼈が多…

地域での役割や活動の認知度が低く、理解を得にくかった

委嘱委員の責任が重く、負担が⼤きいと考えている⼈が多かった

⾏事がないことなどにより、地域の⼈材の情報がなく、候補者…

委嘱委員の業務量が多く、負担が⼤きいと考えている⼈が多…

委嘱委員の活動内容を、候補者にわかりやすく説明することが…

引き受けてもよいという⼈はいたが、候補者の年齢要件により…

候補者選出までの期間が短かった

その他

無回答

5(2)（１）で「１ 難しい」「２ やや難しい」と回答した⽅に伺います。選ん
だ理由としてあてはまるものすべてを選択してください。 (n=65)

活動に充てる時間的余裕のない⼈や活動時間が
合わない⼈が多かった

委嘱委員の責任が重く、負担が⼤きいと考えている⼈が多かった

⾏事がないことなどにより、地域の⼈材の情報がなく、
候補者を探すことが難しかった

委嘱委員の業務量が多く、負担が⼤きいと
考えている⼈が多かった

委嘱委員の活動内容を、候補者にわかりやすく
説明することが難しかった

引き受けてもよいという⼈はいたが、
候補者の年齢要件により推薦できなかった

5



74% 9% 5% 13%

6(1)推薦状況について、あてはまるものを選択してください。

全員推薦できた ⼀部推薦できた 推薦できなかった 無回答

6(2) スムーズに推薦を⾏うことができたポイントや⼯夫した点（(1)で「全員推薦できた」と回答
した⽅のみ）
速報版では省略

48%

34%

25%

24%

15%

14%

5%

3%

15%

2%

2%

32%

⺠⽣委員の責任が重く、負担が⼤きいと考えている⼈が多かった

活動に充てる時間的余裕のない⼈や活動時間が合わない⼈が多…

⺠⽣委員の業務量が多く、負担が⼤きいと考えている⼈が多…

地域で⺠⽣委員の役割や活動の認知度が低く、理解を得にく…

⾏事がないことなどにより、地域の⼈材の情報がなく、候補者…

⺠⽣委員の活動内容を、候補者にわかりやすく説明することが…

特に苦労した点はなかった

市から⽀給される活動費や⺠⽣委員としての会費負担について…

引き受けてもよいという⼈はいたが、⺠⽣委員の年齢要件（74 …

候補者選出までの期間が短かった

その他

無回答

6(3)「⺠⽣委員となる候補者の確保」について、「今回は特に難しかった」との
御意⾒を多く伺いました。具体的にどのような御苦労が⼤きかったですか。特に
あてはまるものを３つまで選択してください。

35%

17%

28%

19%

1%

8%

25%

⽇頃の地域活動で顔⾒知りの⽅に、直接声掛けをした

新任の候補者はいない

⾃治会役員から、候補者の紹介があった

現⺠⽣委員・近隣の⺠⽣委員・地区⺠児協会⻑から、候補者…

地域ケアプラザや区社会福祉協議会に相談した

その他

無回答

6(4)新任の候補者が含まれている場合、その候補者はどのようにお探しになりま
したか。

現⺠⽣委員・近隣の⺠⽣委員・地区⺠児協会⻑から、
候補者の紹介があった

⾏事がないことなどにより、地域の⼈材の情報がなく、
候補者を探すことが難しかった

⺠⽣委員の活動内容を、候補者にわかりやすく説明することが難しかった

市から⽀給される活動費や⺠⽣委員としての会費負担について
理解を得ることが難しかった

引き受けてもよいという⼈はいたが、⺠⽣委員の年齢要件（74歳以下）に
より推薦できなかった

候補者選出までの期間が短かった

⺠⽣委員の責任が重く、負担が⼤きいと考えている⼈が多かった

活動に充てる時間的余裕のない⼈や活動時間が合わない⼈が多かった

⺠⽣委員の業務量が多く、負担が⼤きいと考えている⼈が多かった

地域で⺠⽣委員の役割や活動の認知度が低く、理解を得にくかった

６令和４年⼀⻫改選の⺠⽣委員候補者の推薦事務について
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39%

36%

9%

3%

8%

8%

13%

特になかった
区役所からの説明資料等の配布物

⾃治会向け説明会
広報

区役所職員による個別相談および⽀援
その他
無回答

6(5)横浜市の関わり・⽀援のうち、候補者推薦に役⽴ったと感じた内容につい
て、あてはまるものすべてを選択してください。

18% 27% 28% 23%

1%

2%

7(2)横浜市では、将来にわたり積極的な活動を⾏えるよう、候補者の年齢要件を
「74歳以下」としていますが、適当と考える年齢要件について、あてはまるもの
１つを選択してください。

現状のままでよい 年齢要件を緩和した⽅がよい
「原則」74 歳以下とし、例外を設けた⽅が良い 年齢要件を撤廃した⽅がよい
その他 無回答

７今後の推薦に向けた考えについて

45%

30%

43%

28%

18%

38%

23%

10%

11%

16%

2%

5%

3%

候補者の年齢要件を緩和する
⺠⽣委員の活動に対する⽀援を強化する

⺠⽣委員の活動をサポートする仕組みを地域の中で強化する
60 歳代以下の世代が参加しやすい活動環境を整備する

横浜市が依頼している⺠⽣委員の業務を減らす
⺠⽣委員の制度や活動について地域への広報を強化する
社会福祉協議会が依頼している⺠⽣委員の業務を減らす

区社会福祉協議会、地域ケアプラザからの情報提供等候補者…
⺠⽣委員としての会費負担を減らす

⾃治会以外の組織からの推薦を選択できるようにする
⾃治会が依頼している⺠⽣委員の業務を減らす

その他
無回答

7(1)候補者の確保に有効と考える取組について、特にあてはまるものを３つまで
選択してください。

区社会福祉協議会、地域ケアプラザからの情報提供等
候補者探しのサポートを強化する

7



69%

44%

36%

32%

14%

13%

1%

3%

再任者の場合の⼿続を簡素化してほしい

提出書類を簡略化してほしい

推薦準備会の推薦⼈数を削減してほしい

推薦準備会の開催⽅法について対⾯以外も認めてほしい

⾃治会以外の組織からの推薦も認めてほしい

特に⾒直しは必要ない

その他

無回答

7(3)推薦⼿続に関し、改善してほしいと考える内容について、あてはまるものす
べてを選択してください。

43%

36%

20%

19%

15%

13%

3%

8%

⺠⽣委員の活動や⽋員地区をサポートする仕組み

区役所からの説明資料等の配布物

区役所職員による個別相談および⽀援

⾃治会向け説明会

広報

特に期待する取組はない

その他

無回答

7(4)候補者推薦における横浜市の関わり・⽀援のうち、期待する取組について、
あてはまるものすべてを選択してください。

８⾃治会と⺠⽣委員との関わりについて

8(2) ⾃治会が⺠⽣委員の活動をサポートするために実施している取組
速報版では省略

９その他、⺠⽣委員・児童委員の推薦・活動・制度について（⾃由記述）
速報版では省略

83%

76%

39%

55%

55%

64%

59%

5%

5%

地域の⾼齢者等の⾒守り活動を担っている

災害時要援護者の⾒守りなど防災活動を担っている

福祉的な悩み・課題等がある⾃治会会員からの相談先となって…

⾃治会の定例会等で⺠⽣委員の活動について情報共有している

⾃治会のおまつりなど⾏事の⼿伝いをしてもらっている

拠点防災、防災訓練などに担い⼿として参加してもらっている

⾃治会の役員を担ってもらっている

その他

無回答

8(1)⾃治会と⺠⽣委員の⽇ごろの関わりについて、あてはまるものすべてを選択し
てください。

福祉的な悩み・課題等がある⾃治会会員からの相談先と
なっている
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35%

22%

26%

31%

9%

12%

35%

47%

47%

30%

39%

45%

36%

42%

43%

40%

51%

49%

29%

65%

78%

74%

69%

91%

88%

65%

53%

53%

70%

61%

55%

64%

58%

57%

60%

49%

51%

71%

全体
鶴⾒区

神奈川区
⻄区
中区
南区

港南区
保⼟ケ⾕区

旭区
磯⼦区
⾦沢区
港北区
緑区

⻘葉区
都筑区
⼾塚区
栄区
泉区

瀬⾕区

電⼦申請/郵送等 ⽐率
電⼦申請 郵送等

⾃治会町内会に対する依頼の⾒直しに向けたアンケート単純集計結果（速報版）

88

110

74

64

117

104

120

110

88

119

91

83

95

72

116

69

104

87

鶴⾒区
神奈川区

⻄区
中区
南区

港南区
保⼟ケ⾕区

旭区
磯⼦区
⾦沢区
港北区
緑区

⻘葉区
都筑区
⼾塚区
栄区
泉区

瀬⾕区

区別回収率、回収数

※区不明 27件

【調査の⽬的】
「令和２年度横浜市⾃治会町内会・地区連合町内会アンケート調査」の結果において、⾏政からの依頼事

項のうち、「委嘱委員の推薦」及び「⾏政からの情報周知」に対する負担感が特に⼤きいことが読み取れ
た。それらの負担感解消に向けた本市の対応の⽅向性を検討するため、⾃治会町内会の状況や地域のニーズ
を把握することを⽬的として調査を実施した。

【調査概要】
(1)調査⽅法
・アンケート⽅法による定量調査
・区連会配送ルートにより調査票を配付。回収は郵送および横浜市電⼦申請届出システムによる回答。
(2)調査の対象
市内の全⾃治会町内会⻑：2,849名（令和３年４⽉１⽇時点数）

(3)実施時期
令和４年11⽉11⽇〜令和５年１⽉31⽇

(4)回収率(数)

発送数：2,849票／有効回答標本数：1,738票／有効回答標本回答率：61％
(5)調査実施主体
横浜市（市⺠局地域活動推進課、健康福祉局地域⽀援課）

【表記について】
本報告書（速報版）では、アンケート回答の集計結果（割合％）を⼩数点以下第⼀位の四捨五⼊により整

数値として、表記しているが、グラフ作成に使⽤している集計結果は少数点以下を持ったデータとして処理
をしている。このため、同じ整数値であってもグラフ⾯積や⻑さが異なっていたり、合算値が100とならな
い箇所がある。また、特記がない限りn=1,738とする。
各設問の「その他」における記述欄及び、⾃由記述の設問の回答においては、速報版では省略する。

回収状況
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33%

21%
14%

16%

13%

2% 1%
0%

会⻑の在職年数

１年以下
２〜３年
４〜５年
６〜10 年
11〜20 年
21〜30 年
31 年以上
無回答

21% 78% 1%

2(2)区連会資料を区連会ホームページ等から⼊⼿し、電⼦データ（ワード、PDF

等）で活⽤していますか。

活⽤している 活⽤していない 無回答

２横浜市からの情報周知について

１会⻑の情報

0% 2%

5%
9%

23%

47%

13%

0% 0%

会⻑の年齢

20 代以下
30 代
40 代
50 代
60 代
70 代
80 代
90 代以上
無回答

14%

32%

22%

23%

10%

0%

加⼊世帯数

〜100 世帯
101〜300 世帯
301〜500 世帯
501〜1000 世帯
1001 世帯以上
無回答

24%

15%

9%

51%

1%

会⻑の職業

会社員・公務員
⾃営業
パートタイム・アルバイト
無職
無回答

64%

34%

44%

57%

17%

18%

28%

31%

30%

62%

47%

39%

75%

74%

67%

63%

4%

3%

7%

2%

6%

7%

3%

4%

1%

1%

2%

1%

1%

2%

2%

1%

①⽣命・財産に関するもの

②⽇常⽣活に密接に関わるもの

③市政・区政、施策の周知を⽬的とするもの

④⾃治会町内会活動に関連するもの

⑤報告案件

⑥⾏事等の告知のための回覧・
掲⽰等による周知依頼(市)

⑦⾏事等の告知のための回覧・
掲⽰等による周知依頼(区)

⑧地域の⽕災（消防）、犯罪発⽣状況（警察）

2(1)横浜市からの情報周知について 以下の種別の情報をどのような⽅法で
お伝えするのが適切と思いますか

資料＋説明 資料提供のみ 区連会の議題になじまない 無回答

⑧地域の⽕災（消防）、犯罪発⽣状況（警察）

(防災関係、コロナ関連情報等)

(年末のごみ収集⽇程等)

(市の計画案内、市⺠意⾒募集等)

(補助事業の案内、先進的な活動事例等)

(年間のごみ収集量の報告などの事業・計画の事後報告等)

⑦⾏事等の告知のための回覧・掲⽰等による
周知依頼（区）

⑥⾏事等の告知のための回覧・掲⽰等による
周知依頼（市全体）
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３⾃治会町内会のデジタル化の状況

37% 30% 24% 5%

2%
2%

1%

2(3)今後、区連会を通した情報をどのような⽅法で受け取るのが、会⻑の皆様に
負担が少なく、地域の皆様への周知に効果的と考えますか。

区連会後の毎⽉の資料送付を活⽤(すべて紙媒体で送付)

紙媒体と電⼦データの併⽤
基本的には電⼦データでいいが、横浜市から依頼する回覧資料、掲⽰資料は必要数ほしい
区連会等のホームページから資料データを⼊⼿できるようにしてほしい(紙媒体は不要)

区連会の情報は不要
その他
無回答

53%

26%

14%

3%

1%

1%

1%

1%

16%

1%

活⽤していない
LINE

⾃治会のホームページ
⾃治会運営アプリ
フェイスブック
メールマガジン

ツイッター
分からない

その他
無回答

3(1)会員の皆様へ⾃治会活動等の情報を周知する際に以下の⽅法を活⽤していま
すか。

3(2) （１）のデジタルツールの具体的な活⽤事例（⾃由記述）

速報版では省略

52%

41%

38%

24%

20%

6%

4%

資料のわかりやすさ
情報量の多さ

情報内容の精査
ペーパーレス化等デジタルツールの活⽤

資料部数の是正
その他
無回答

2(4)区連会資料の情報を周知する上で⾏政が改善すべき点について、あてはまる
ものすべてを選択してください。

(「広報よこはま」掲載情報の区連会議題からの除外)

(会⻑への１部配布の⾒直し)
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57%

36%

32%

30%

29%

24%

11%

10%

パソコンやタブレット等の通信機器の購⼊やWi‐Fi 環…
⾃治会運営アプリの導⼊⽀援

ICT 機器の導⼊や運⽤のためのアドバイザー派遣
技術的な相談窓⼝の設置

ICT 機器の操作研修
様々な資料のデータ提供

その他
無回答

3(3) ICTを活⽤した情報周知をする上での⾏政からの⽀援策として有効と思われ
るものについて、あてはまるものすべてを選択してください。

81%

81%

80%

57%

46%

33%

21%

4%

御⾃宅にインターネット環境がある
スマートフォンを所有

パソコン、タブレット端末等の通信機器を所有
SNS を利⽤

オンライン会議を活⽤したことがある
デジタル関係について相談ができる⼈が⾝近にいる

⾃治会館にインターネット環境がある
無回答

3(4)会⻑御⾃⾝のデジタル環境について、あてはまるものすべてを選択してくださ
い。

56% 28% 10%

2% 1% 3%
5(1)委嘱委員の候補者探しについてあてはまるものを選択してください。

難しい やや難しい 普通 難しくない わからない 無回答

４横浜市からの情報周知について（⾃由記述）
速報版では省略

５委嘱委員推薦事務について

パソコンやタブレット等の通信機器の購⼊や
Wi‐Fi 環境整備等の導⼊費⽤の補助

（委嘱委員の例）
スポーツ推進委員、⻘少年指導員、環境事業推進委員、保健活動推進員、
明るい選挙推進委員、消費⽣活推進員（⼀部区に限る）（※）
※⺠⽣委員・児童委員については、設問６以降で伺っています。

4



47%

39%

26%

18%

9%

7%

12%

10%

委嘱委員の会議回数の減など業務量の削減

委嘱委員の業務内容説明資料の配付

地域活動⼈材の紹介など個別に相談できる環境

広報

⾃治会向け説明会

特になし

その他

無回答

5(3)（１）で「１ 難しい」「２ やや難しい」と回答した⽅に伺います。候補
者推薦における横浜市の関わり・⽀援のうち、期待する取組について、あてはま
るものすべてを選択してください。

5(4) 候補者探しが最も困難と感じた委嘱委員や⽇頃から感じていること（⾃由記述）
速報版では省略

(n=1,461)

(n=1,461)

67%

49%

49%

42%

40%

29%

23%

12%

15%

1%

活動に充てる時間的余裕のない⼈や活動時間が合わない⼈が多…

地域での役割や活動の認知度が低く、理解を得にくかった

委嘱委員の責任が重く、負担が⼤きいと考えている⼈が多かった

⾏事がないことなどにより、地域の⼈材の情報がなく、…

委嘱委員の業務量が多く、負担が⼤きいと考えている⼈が多…

委嘱委員の活動内容を、候補者にわかりやすく説明することが…

引き受けてもよいという⼈はいたが、候補者の年齢要件により…

候補者選出までの期間が短かった

その他

無回答

5(2)（１）で「１ 難しい」「２ やや難しい」と回答した⽅に伺います。選ん
だ理由としてあてはまるものすべてを選択してください。

活動に充てる時間的余裕のない⼈や活動時間が
合わない⼈が多かった

委嘱委員の責任が重く、負担が⼤きいと考えている⼈が多かった
⾏事がないことなどにより、地域の⼈材の情報がなく、

候補者を探すことが難しかった
委嘱委員の業務量が多く、負担が⼤きいと

考えている⼈が多かった
委嘱委員の活動内容を、候補者にわかりやすく

説明することが難しかった
引き受けてもよいという⼈はいたが、

候補者の年齢要件により推薦できなかった

(n=1,461)
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67% 12% 12% 8%

6(1)推薦状況について、あてはまるものを選択してください。

全員推薦できた ⼀部推薦できた 推薦できなかった 無回答

６令和４年⼀⻫改選の⺠⽣委員候補者の推薦事務について

6(2) スムーズに推薦を⾏うことができたポイントや⼯夫した点（(1)で「全員推薦できた」と回答
した⽅のみ）
速報版では省略

46%

35%

34%

20%

18%

13%

10%

9%

9%

4%

7%

22%

⺠⽣委員の責任が重く、負担が⼤きいと…

活動に充てる時間的余裕のない⼈や活動時間が合わない⼈が多…

⺠⽣委員の業務量が多く、負担が⼤きいと考えている⼈が多…

地域で⺠⽣委員の役割や活動の認知度が低く、理解を得にく…

⾏事がないことなどにより、地域の⼈材の情報がなく、候補者…

⺠⽣委員の活動内容を、候補者にわかりやすく説明することが…

特に苦労した点はなかった

市から⽀給される活動費や⺠⽣委員としての会費負担について…

引き受けてもよいという⼈はいたが、⺠⽣委員の年齢要件（74 …

候補者選出までの期間が短かった

その他

無回答

6(3)「⺠⽣委員となる候補者の確保」について、「今回は特に難しかった」との
御意⾒を多く伺いました。具体的にどのような御苦労が⼤きかったですか。特に
あてはまるものを３つまで選択してください。

29%

26%

17%

16%

1%

8%

25%

⽇頃の地域活動で顔⾒知りの⽅に、直接声掛けをした

新任の候補者はいない

⾃治会役員から、候補者の紹介があった

現⺠⽣委員・近隣の⺠⽣委員・地区⺠児協会⻑から、…

地域ケアプラザや区社会福祉協議会に相談した

その他

無回答

6(4)新任の候補者が含まれている場合、その候補者はどのようにお探しになりま
したか。

現⺠⽣委員・近隣の⺠⽣委員・地区⺠児協会⻑から、
候補者の紹介があった

⺠⽣委員の責任が重く、負担が⼤きいと考えている⼈が多かった

活動に充てる時間的余裕のない⼈や活動時間が合わない⼈が多かった

⺠⽣委員の業務量が多く、負担が⼤きいと考えている⼈が多かった

地域で⺠⽣委員の役割や活動の認知度が低く、理解を得にくかった
⾏事がないことなどにより、地域の⼈材の情報がなく、

候補者を探すことが難しかった
⺠⽣委員の活動内容を、候補者にわかりやすく説明することが難しかった

市から⽀給される活動費や⺠⽣委員としての会費負担について
理解を得ることが難しかった

引き受けてもよいという⼈はいたが、⺠⽣委員の年齢要件（74歳以下）に
より推薦できなかった

候補者選出までの期間が短かった
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41%

35%

12%

8%

5%

5%

14%

特になかった
区役所からの説明資料等の配布物

⾃治会向け説明会
広報

区役所職員による個別相談および⽀援
その他
無回答

6(5)横浜市の関わり・⽀援のうち、候補者推薦に役⽴ったと感じた内容につい
て、あてはまるものすべてを選択してください。

26% 24% 24% 18% 4% 4%

7(2)横浜市では、将来にわたり積極的な活動を⾏えるよう、候補者の年齢要件を
「74歳以下」としていますが、適当と考える年齢要件について、あてはまるもの
１つを選択してください。

「原則」74 歳以下とし、例外を設けた⽅が良い 年齢要件を緩和した⽅がよい
年齢要件を撤廃した⽅がよい 現状のままでよい
その他 無回答

７今後の推薦に向けた考えについて

40%

36%

30%

30%

29%

26%

25%

17%

15%

13%

10%

8%

4%

候補者の年齢要件を緩和する
⺠⽣委員の活動に対する⽀援を強化する

⺠⽣委員の活動をサポートする仕組みを地域の中で強化する
60 歳代以下の世代が参加しやすい活動環境を整備する

横浜市が依頼している⺠⽣委員の業務を減らす
⺠⽣委員の制度や活動について地域への広報を強化する
社会福祉協議会が依頼している⺠⽣委員の業務を減らす

区社会福祉協議会、地域ケアプラザからの情報提供等候補者…
⺠⽣委員としての会費負担を減らす

⾃治会以外の組織からの推薦を選択できるようにする
⾃治会が依頼している⺠⽣委員の業務を減らす

その他
無回答

7(1)候補者の確保に有効と考える取組について、特にあてはまるものを３つまで
選択してください。

区社会福祉協議会、地域ケアプラザからの情報提供等候補者
探しのサポートを強化する

7



61%

42%

40%

33%

14%

10%

6%

5%

再任者の場合の⼿続を簡素化してほしい
提出書類を簡略化してほしい

推薦準備会の推薦⼈数を削減してほしい
推薦準備会の開催⽅法について対⾯以外も認めてほしい

⾃治会以外の組織からの推薦も認めてほしい
特に⾒直しは必要ない

その他
無回答

7(3)推薦⼿続に関し、改善してほしいと考える内容について、あてはまるものす
べてを選択してください。

53%

35%

23%

19%

18%

13%

6%

6%

⺠⽣委員の活動や⽋員地区をサポートする仕組み

区役所からの説明資料等の配布物

区役所職員による個別相談および⽀援

⾃治会向け説明会

広報(広報よこはま、市(区)ウェブサイト等)

特に期待する取組はない

その他

無回答

7(4)候補者推薦における横浜市の関わり・⽀援のうち、期待する取組について、
あてはまるものすべてを選択してください。

８⾃治会と⺠⽣委員との関わりについて

8(2) ⾃治会が⺠⽣委員の活動をサポートするために実施している取組
速報版では省略

９その他、⺠⽣委員・児童委員の推薦・活動・制度について（⾃由記述）
速報版では省略

78%

51%

42%

40%

40%

37%

32%

10%

5%

地域の⾼齢者等の⾒守り活動を担っている

災害時要援護者の⾒守りなど防災活動を担っている

福祉的な悩み・課題等がある⾃治会会員からの相談先となって…

⾃治会の定例会等で⺠⽣委員の活動について情報共有している

⾃治会のおまつりなど⾏事の⼿伝いをしてもらっている

拠点防災、防災訓練などに担い⼿として参加してもらっている

⾃治会の役員を担ってもらっている

その他

無回答

8(1)⾃治会と⺠⽣委員の⽇ごろの関わりについて、あてはまるものすべてを選択し
てください。

福祉的な悩み・課題等がある⾃治会会員からの相談先と
なっている
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〒231-0005 横浜市中区本町 6-50-10 

TEL:045-671-4386 FAX：045-664-6753 

                                E-Mail: kf-saijyoseibi@city.yokohama.jp No.6  令和５年 3 月    

東部方面斎場（仮称）整備通信 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆建物の設計概要等について 

斎場整備事業についての説明会を鶴⾒区の⽣⻨地区センターで実施しました。  
＜開催日〉第１回：令和５年１月27日（金）、第2回：令和５年１月28日（土）  

※各回とも同⼀内容。※説明会の概要については横浜市ホームページに掲載しています。 
＜主な質疑内容＞ 

○斎場へのアクセスについてどう考えているのか。 
 

→・横浜市では４つの斎場を運営しており、⽐較的駅に近い久保⼭斎場以外では、公共交通機関ではなく乗
⽤⾞⼜はマイクロバスでの来場が多いようです。東部⽅⾯斎場（仮称）も⽴地を考えますと、乗⽤⾞、マ
イクロバスでの来場が多くなるかと思いますので、それに対応した駐⾞場の整備を考えております。バス
のアクセスについては、運⾏している事業者とも意⾒交換をしており、現状ではバス便を増やせるかとい
ったことはまだ分かりませんが、引き続き検討してまいります。 

◆説明会のご報告 

【建物の規模】・敷地⾯積 約 11,000 ㎡ 

【各階の主な配置】 
４  階：機械室、津波避難スペース 
３  階：待合室 
２  階：⽕葬炉、炉前ホール、⾞寄せ 
１  階：葬儀式場 
地下１階：駐⾞場    

※基本設計時のイメージです。 

【建物外観】 

【計 画 地】・鶴⾒区⼤⿊町 18 番地の 18 

  

【２階車寄せ】 【１階葬儀式場】 

※基本設計時のイメージです。 ※基本設計時のイメージです。 

【整 備 費】・約 221 億円 

【建物構成】 

【計画地】 

・延床⾯積 約 22,000 ㎡ 
・階  数 地上４階／地下１階 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業の進捗状況は、この「整備通信」や説明会の開催、ホームページなどを通じてお知らせしてまいります。 

東部方面斎場 検索 

 

 

 

【進捗状況】 
・令和４年度は、３年度に引続き実施設計、⽕葬炉設備⼯事及び経営許可⼿続を進めました。また、斎場

整備予定地にあった鶴⾒区スポーツ広場の既存設備の撤去や周辺の歩道の整備等に着⼿しました。令和
５年度は引続き実施設計、経営許可⼿続きを進めるとともに建物本体⼯事にも着⼿します。 

 

【供⽤開始時期の変更について】 

 

◆整備事業の進捗状況について 

 

⼟壌溶出量基準：特定有害物質が溶け出した地下⽔を 70 年間飲
⽤することによる健康リスクに関する基準 

 

⼟壌含有量基準：特定有害物質を⼝や肌から 70 年間直接摂取す
ることによる健康リスクに関する基準 

・現在⾏っている実施設計の中で精査した結果、これまで「令和７年度末」としてきた斎場の供⽤開始時
期は「令和８年１０⽉」となる⾒込みとなりました。 

（変更理由）・ 建設⼯事の週休⼆⽇制への対応 
・ ⾼い環境性能の実現に向けた地中熱設備の導⼊ など、計画当初に無かった要素の追加 

【今後のスケジュール（予定）】 

※斎場整備⽤地周辺には飲⽤井⼾が無く、地下⽔を飲⽤⽔として摂取するリスクはありません。また、⼯
事にあたっては散⽔など⼟壌⾶散防⽌対策を⾏っていますので、⼟砂が⾶散することはありません。 

※建設⼯事に際しては、搬出する⼟砂の適正な処分等、所管部署と調整しながら進めていきます。 

 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６〜８年度 

設計・⼯事 

  
 
 
 

 
 

 
 

各種⼿続 
  

 
  

完
成
︵
令
和
８
年
度
︶ 

基本設計 実施設計 建築⼯事 
⼟⽊⼯事 

都市計画⼿続 
経営許可⼿続 

⽕葬炉設備⼯事 

【⼟壌汚染調査の結果について】 
・令和５年度の建築⼯事着⼯に向けて斎場⽤地の⼟壌汚染調査を⾏いました。調査の結果 21 地点のうち 

18 地点で「鉛」、「砒素」、「ふっ素」のいずれかの物質が⼟壌溶出量基準を超過し、そのうち２地点で鉛
が⼟壌含有量基準を超過しました。 





鶴 地 振 第 1405 号 

令和５年３月 17 日 

自治会町内会長 各位 

鶴 見 区 長 渋 谷 治 雄

「まちかど花壇事業」の実施について（御案内） 

日頃から、街の美化に御理解と御協力を賜り、厚くお礼申しあげます。 

鶴見区では、「きれいな街つるみ」を目指し、まちかどを花と緑で彩る「まち

かど花壇事業」を実施しています。 

この事業は、区内の団体に花壇・プランター等を整備・設置いただき、維持管

理をしていただくことにより、不法投棄を防止するとともに、鶴見区の景観を花

と緑で彩ることを目的としています。 

令和５年度も以下のとおり活動協力団体の募集を行いますので、貴地区の自治

会・町内会等へ御周知いただきますようお願い申し上げます。 

活動申請受理後、審査の上、協力団体に決定した団体については予算の範囲内

で以下の物品を配布します。 

詳細については、別紙「実施要領」をお読みください。 

１ 配布内容 

花壇の面積に応じた花の種苗、肥料等 

２ 申請期限 

令和５年４月 19 日(水) ※区役所へ持参または郵送にて提出 

３ 添付資料 

(1) 「まちかど花壇事業」実施要領

(2) 「まちかど花壇事業」活動申請書・活動計画書

(3) 春の花苗等申込書

※本事業は、令和５年度予算が横浜市議会において議決されることが実施の条件となり

ます｡

問い合わせ・申請書提出先 
鶴見区役所地域振興課 資源化推進担当 
担当：櫻井・阿部（区役所５階２番） 
〒230-0051 鶴見区鶴見中央 3-20-1 
TEL 510-1689 FAX 510-1892 



つるみクリーンタウン事業 

「まちかど花壇事業」 

実 施 要 領 
 

 

１ 目的 

鶴見区では「いつまでも住み続けたいまち・鶴見」を掲げて、各種の事業を展開してお

ります。その一環として、まちかどを花と緑で彩り、不法投棄を防止するとともに、「きれ

いな街つるみ」を目指し、「まちかど花壇」を整備する「まちかど花壇事業」を実施します。 

 

２ 協力団体および対象場所 

◎協力団体…年間を通じた花壇の維持管理を責任もって行うことができ、次に掲げるいず

れかに属する団体を対象とします。 

(1) 地域グループ（自治会町内会・子供会・老人クラブ等） 

(2) 職域グループ（企業・商店街・施設等） 

(3) 学校グループ（幼稚園・小学校・中学校・高校等） 

(4) その他有志のグループ 

◎対象場所 

(1) 公共性・公開性が高いこと 

(2) 土地所有者に使用許可を得ていること 

 

３ 整備品目および時期 

・花の種苗、肥料等の配布 

整備時期は春期および秋期の年２回。 

内容は、予算の範囲内で、決定協力団体の状況ならびに花壇の面積に応じて調整を行う

ことがあります。 

 

４ 提出書類 

(1) 活動申請書（第１号様式） 

(2) 活動計画書（第２号様式） 

(3) 花苗等申込書（春期・秋期） 

(4) 新規申請団体については、名簿・規約・活動内容・土地の使用許可等団体の概要がわ

かるもの 

 

５ 実施通知文送付先 

(1) 昨年度実施団体 

(2) 自治会町内会長あて（自治連定例会にて案内します） 

 

６ 審査・決定 

区役所にて申請書を審査し、通知書で申請団体に連絡します。 

 

７ 活動報告書の提出 

活動の様子を記録した活動報告書を区役所へ提出していただきます。 



８ 令和５年度スケジュール（予定） 

 

時期 変更案 

令和５年３月下旬 申請書及び花苗申込書配布 

４月中旬 申請書及び花苗申込書配布〆切 

４月下旬 内容審査 

５月上旬 決定通知等送付（春期分） 

５月下旬～６月上旬 花苗配付 

９月中旬 花苗申込書送付（秋期分） 

９月下旬 花苗申込書締め切り 

10 月上旬 内容審査 

10 月下旬～11 月上旬 花苗配付 

令和６年３月下旬 活動報告書締め切り 

 

 



 

 

第１号様式 

令和  年  月  日 

 

令和５年度 「まちかど花壇事業」 

活動申請書 

 

 

（申請先） 

鶴見区役所 

 

 

(申請者) 団 体 名 

 

住所(所在地) 

 

代表者名
ふ り が な

 

 

連 絡 先 

 

 

標記活動につきまして、次のとおり申請いたします。 

 

１ 活動する花壇 

・場所 

 

・面積（㎡） 

※プランターの場合は、１プランターあたりの縦×横で算出した面積に個数を乗じて、全体の面積（㎡）を算出してください。 

 

 

２ 添付書類 

・活動計画書 

・春の花苗等申込書 

・その他添付書類（団体規約・見積書・設計図など） 

 

 

 



 

 

第２号様式 

令和５年度 活動計画書 

 

■団体名 

■整備場所・花壇の概要 

・花壇の規模・所在地がわかるように地図の添付や地番を記入してください。 

・花壇の形、花の種類がわかる図を御記入ください。 

 

■活動内容（期間・年間スケジュール・参加予定人数等） 

 時 期 内容（作業等） 参加予定人数  

   

 

  



代　　表　　者 氏名 電話

花 苗 等 受 領 者 氏名 電話

花 苗 等 受 領 場 所

受  領  希  望  日

【配布希望物品】

１　花種子・花苗等 （植付面積に見合った数をお申込みください）

種　　　類 数　　　量 備　　　考

【種】コスモス（1㎗） 袋

【苗】サルビア 株

【苗】ベコニア 株

【苗】マリーゴールド 株

【苗】ペチュニア 株

２　肥料

種　　　類 数　　　量 備　　　考

　黒　　　土（15㎏） 袋

　化 成 肥 料（10kg） 袋

　【郵送】 〒230-0051 鶴見区鶴見中央3-20-1　鶴見区役所地域振興課　阿部
　【FAX】 045-510-1892

※５/2６（金）・３０（火）のいずれかで希望日をご記入ください。

提出締切　：　令和５年４月19日（水）必着

※予算に限りがあるため、希望どおりの数量を配布できない場合がありますので、御了承ください。

【ある場合のみ】
今後、「あったら良いな」と思う花の種子・苗や、肥料等がありましたら教えてください。次回以降の
参考にさせていただきます。

まちかど花壇　令和５年度春の花苗等申込書

団　　体　　名

①まちかど花壇現地
②その他（場所：　　　　　　　　　　　　　　　　）

　第１希望（　　月　　日）　第２希望（　　月　　日）



いろんな 

体験をしよう！

「楽しい」が

いっぱい！

地球に

優しく！



























 

 

 

（仮称）豊岡町複合施設についての意見交換会等について【情報提供】 

 

１ 主旨 

  （仮称）豊岡町複合施設については、本年、サウンディング型市場調査を⾏い、⺠間事
業者から魅⼒的な機能サービス等についてアイデア等をいただきました。 

次年度は、地域（区⺠）のみなさまとの意⾒交換等を⾏う予定です。 
  この意⾒交換等を通じて、地域（区⺠）のみなさまに複合施設に愛着を持って頂くとと

もに、地域の特性やニーズを把握、共有することで、魅⼒的で居⼼地良く利⽤できる施設
となるよう検討を進めていきますので、ご理解・ご協⼒をお願いします。 

 
２ 地域との意見交換 

（１） ワークショップ形式による意見交換 

○主旨・テーマ 

コンセプト素案「つながる学び舎」を参考に、「居⼼地良く過ごせる」、「有意義に
過ごせる」ための空間や機能等について、意⾒を出し合い、ニーズを把握します。 

○進め方 
     参加者が数グループに分かれ、グループごとに意⾒を出し合い、理解・整理しあ

うことで、ニーズをまとめ上げていくことを⽬指します。 
○対象・日時 

第１回  鶴⾒区在住等の⼦育て世代（30 名程度） 
5/21（⽇）午後 会場：鶴⾒中央コミュニティハウス 

第２回  鶴⾒区在住等の幅広い世代（30 名程度） 
5/27（⼟）午後 会場：鶴⾒公会堂 

○申込方法  

  WEB、E-mail ⼜は FAX による申込 

○周知方法（３⽉下旬） 
    ・図書館、地区センター等の区内施設への掲⽰・配架 
    ・横浜市ホームページ 
    ・広報よこはま（鶴⾒区版）４⽉号 

（２） 自治連合会等との意見交換会 

（１）で把握した地域のニーズ等も踏まえた検討状況を、⾃治連合会や、豊岡⼩学
校周辺地域の連合定例会、商店会等を通じて、地域の⽅々にご説明し、意⾒交換を⾏
う予定です。 

 

鶴 ⾒ 区 ⾃ 治 連 合 会 定 例 会
令 和 ５ 年 ３ ⽉ 1 7 ⽇
財政局・教育委員会事務局・鶴⾒区



３ 区民、市民の方々への周知 

    より多くの⽅々に利⽤して頂ける施設となるよう、ワークショップの概要、基本構想 
等の検討状況等について、随時、広く市⺠の⽅々にお伝えしていきます。 

   
これらの取組を通じて把握したご意⾒等やサウンディング型市場調査で頂いたアイデ

ア等を、基本構想の検討に⽣かしていきます。 
 
４ 今後の予定 

 

３月下旬 ワークショップの参加者募集 

４月 サウンディング型市場調査の結果概要 公表 

５月 ワークショップの実施 

６月～ ワークショップの結果概要 公表 

 鶴見区連合自治会定例会等 基本構想素案の検討状況を説明・意見交換 



 

 

鶴地振第 1419 号  

令和５年３月 17 日  

 

 各地区連合会長 様 

 

                            鶴見区地域振興課長 

 

「地域活動推進費補助金」の関係書類の提出について（依頼） 

   

春暖の候 ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。 

日頃から、鶴見区政の推進につきまして、多大なる御協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

  さて、次のとおり「地域活動推進費補助金」の関係書類の御提出をお願いします。 

各種書類については、原則「郵送」、「Ｅメール」、「ＦＡＸ」で、次ページの

送付先に提出をお願いします。 

なお、提出書類について、疑義や不備がある場合は担当者へお問い合わせの連絡をしますので、

あらかじめご承知おきください。 

質問事項等があり、来庁したい場合は、必ず事前に電話でご連絡ください。事前連絡が

ない場合は書類の受取のみとなり、確認は後日となる場合があります。 

 

１ 提出いただく期日・書類 

  各地区連合の総会が終わり次第、別添の「事務の手引き」を参考にしながら、次のと

おり、書類を作成し、御提出ください。様式は毎年変更がありますので、今年度の様式

を使用するようお願いします。様式については、鶴見区自治連合会のホームページから

もダウンロードできます。（自治会・町内会用の依頼文を参照） 

提出期日 主な提出書類 対象 

８月 31 日

（木） 

＜令和３年度補助金決算＞ 

・活動実績報告書（第６号様式） 

・事業実績報告書（総会資料でも可） 

・収支決算書（総会資料でも可） 

全ての地区連合会 

 

８月 31 日

（木） 

<令和４年度補助金申請＞ 

・補助金交付申請書（第１号様式） 

・事業計画書（総会資料でも可） 

・収支予算書 

全ての地区連合会 

 

・団体の規約 令和４年度から改訂した 

地区連合会 

※地区連合町内会の補助金算定に際して、単位自治会町内会の令和５年４月１日現在の加入世帯

数（会費を免除している世帯や法人会員も含む。）の情報が必要です。正確な補助金のお支払

いのために令和４年度補助金の申請の際に、令和５年４月１日現在の加入世帯数を記載した総

会資料のご提出をお願いいたします。また、地区連合会の加入世帯数と所属の単位町内会の加

入世帯数の合計が一致するように御確認をお願いします。 

 
裏面あり 



 

 

２ 送付先 

 (1) 郵便の場合（添付の返信用封筒をご使用ください。切手貼付済） 

〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央３－２０－１ 

鶴見区役所 地域振興課 地域活動推進費担当 

(2) Ｅメールの場合 

   E-mail tr-chikatsu@city.yokohama.jp 

(3) ＦＡＸの場合 

  ＦＡＸ 045-510-1892 

 

３ その他 

「地域活動推進費補助金」及び「地域防犯灯維持管理費補助金」は、令和４年度予算

案が横浜市会において議決されることを実施の条件としています。 

 

４ 様式データの入手方法 

次の様式については、鶴見区自治連合会ホームページからもダウンロードできますので、ご活

用ください。 

(1) 鶴見区自治連合会ＵＲＬ 

  https://www.tsurumi-kurenkai.net/index.html 

 

 

(2) トップページからのダウンロード先 

  鶴見区自治連合会トップページ>自治会・町内会の役員の皆様へ>書式関係  

  

 ※横浜市市民局のホームページからも様式をダウンロードできます。 

  トップページ>暮らし・総合>市民協働・学び>市民と行政の協働> 

自治会町内会>地域活動推進費 

 

５ 添付書類 

(1) 令和４年度補助金決算関係書類一式 

(2) 令和５年度補助金申請書関係書類一式 

(3) 事務の手引き（単位自治会町内会用のものと同じ内容です。） 

 

 

 

担当 鶴見区地域振興課 地域活動推進費担当 

TEL:510-1687 FAX:510-1892 

E-mail:tr-chikatsu@city.yokohama.jp 

 

 

 

 

鶴見区自治連合会       🔍 



 

 

鶴地振第 1419 号  

令和５年３月 17 日  

 各自治会町内会長 様 

 

鶴見区地域振興課長     

 

「地域活動推進費補助金」及び「地域防犯灯維持管理費補助金」の 

関係書類の提出について（依頼） 

   

春暖の候 ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。 

日頃から、鶴見区政の推進につきまして、多大なる御協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

  さて、次のとおり「地域活動推進費・防犯灯維持管理費補助金」の関係書類の御提出を

お願いします。 

各種書類については、原則「郵送」、「Ｅメール」、「ＦＡＸ」で次ページの送

付先に提出をお願いします。 

なお、提出書類について、疑義や不備がある場合は担当者へお問い合わせの連絡をしますので、

あらかじめご承知おきください。 

質問事項等があり、来庁したい場合は、必ず事前に電話でご連絡ください。事前連絡が

ない場合は書類の受取のみとなり、確認は後日となる場合があります。 

 

１ 提出いただく期日・書類 

  各自治会町内会の総会が終わり次第、別添の「事務の手引き」を参考にしながら、次の書類を

作成し、御提出ください。様式は毎年変更がありますので、今年度の様式を御使用くださいます

ようお願いいたします。 

提出期日 主な提出書類 対象 

８月 31 日

（木） 

＜令和４年度補助金決算＞ 

・活動実績報告書（第６号様式） 

・事業実績報告書（総会資料でも可） 

・収支決算書（総会資料でも可） 

全ての自治会町内会 

 

８月 31 日

（木） 

<令和５年度補助金申請＞ 

・補助金交付申請書（第１号様式） 

・事業計画書（総会資料でも可） 

・収支予算書（総会資料でも可） 

全ての自治会町内会 

 

・団体の規約 規約改正があった自治会町内

会 

・防犯灯電気料金領収証の写し又は支払証明

書の写し（両方とも４月分） 

・電気料金集約分内訳表の写し 

防犯灯を維持管理している自

治会町内会 

※補助金の算定に際して、令和５年４月１日現在の加入世帯数（会費を免除している世帯や法人会員

も含む）の情報が必要です。転出・転入などにより変動する加入世帯数を把握することは、大変な

作業ですが、例えば、毎年3月末には班ごとの加入世帯数を再点検するなど、正確な把握をお願い

します。正確な補助金額のお支払い及び加入世帯数把握のために、令和５年４月１日現在の加入世

帯数を記載した総会資料のご提出をお願いいたします。 

 裏面あり 



 

 

２ 送付先 

 (1) 郵便の場合（添付の返信用封筒をご使用ください。切手貼付済） 

〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央３－２０－１ 

鶴見区役所 地域振興課 地域活動推進費担当 

(2) Ｅメールの場合 

   E-mail tr-chikatsu@city.yokohama.jp 

(3) ＦＡＸの場合 

  ＦＡＸ 045-510-1892 

 

３ その他 

「地域活動推進費補助金」及び「地域防犯灯維持管理費補助金」は、令和４年度予算

案が横浜市会において議決されることを実施の条件としています。 

 

４ 様式データの入手方法 

次の様式については、鶴見区自治連合会ホームページからもダウンロードできますので、ご活

用ください。 

(1) 鶴見区自治連合会ＵＲＬ 

  https://www.tsurumi-kurenkai.net/index.html 

 

 

(2) トップページからのダウンロード先 

  鶴見区自治連合会トップページ>自治会・町内会の役員の皆様へ>書式関係  

  

 ※横浜市市民局のホームページからも様式をダウンロードできます。 

  トップページ>暮らし・総合>市民協働・学び>市民と行政の協働> 

自治会町内会>地域活動推進費 

 

５ 添付書類 

(1) 令和４年度補助金決算関係書類一式 

(2) 令和５年度補助金申請書関係書類一式 

(3) 事務の手引き 

 

 

 

担当 鶴見区地域振興課 地域活動推進費担当 

TEL:510-1687 FAX:510-1892 

E-mail:tr-chikatsu@city.yokohama.jp 

 

 

鶴見区自治連合会 🔍 



 

 

 自治会町内会長 様 

鶴見区総務課長 

 

「町の防災組織」活動費補助金の交付申請及び前年度の活動報告について（通知） 

 

 

日頃から本市の危機管理対策事業に種々の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、令和５年度も「町の防災組織」による防災活動を充実していただくため、標記補

助金を交付いたします。 

つきましては、同封の手引きを御参照のうえ、申請の手続きをお願いいたします。 

 

送付書類 

 (1) 令和５(2023)年度 町の防災組織活動費補助金事務の手引き 

  (2) 令和５(2023)年度 町の防災組織活動費補助金交付申請書（以降申請書） 

(3) 令和４(2022)年度 町の防災組織活動費補助金実績報告書（以降報告書） 

 

【ご依頼事項】 

◎次の書類を作成のうえ、令和５年８月 31 日までに、区役所総務課へ、窓口提出・郵送・

Eメール等にてご提出ください。 

＜５年度補助金の交付申請に必要な書類＞ 

・申請書、（事業計画書、収支予算書、団体の規約） 

＜４年度補助金の実績報告に必要な書類＞ 

・報告書、（活動実績報告書、収支決算書） 
 

なお、事業計画書・収支予算書・活動実績報告書・収支決算書・団体の規約を、 

「地域活動推進費補助金」の関係書類として区役所地域振興課へ提出する場合は、総務課

への再度の提出は不要です。 

 

◎「町の防災組織」活動費補助金の申請金額及び支出金額と、団体の収支予算書及び収支決

算書の「町の防災組織活動費」の金額との整合性を取ってください。 

 

詳しくは、下記連絡先にお問い合わせください。お手数をおかけいたしますが、御理解と

御協力をお願い申し上げます。 

 

※当該事業は、令和５年度予算案が横浜市会において議決されることを条件としています。 

 

問合せ：鶴見区総務課防災担当 

石関・溝口・沓澤・川添 

TEL 045－510－1656 FAX 045－510－1889 

鶴 見 区 連 会 ３ 月 定 例 会 資 料 

町 防 補 助 金 団 体 通 知 文 

令 和 ５ 年 ３ 月 1 7 日 

総 務 課 防 災 担 当 

 



　第１号様式（町の防災組織活動費補助金交付要綱第７条）

〒 -

受付番号 交付予定金額

申請世帯数 区確認世帯数 交付世帯数

支出額合計 円

　↓↓↓　区役所記入欄です。自治会・町内会等では記入しないでください。　↓↓↓

その他

等の購入

数量

防災印刷  □

食料・資機材

品目 数量 品目

物作成  □ その他 （ ）

 防災マニュアル  □ 防災マップ  □

 見学会

 防災啓発チラシ

啓発活動  □ その他 （ ）

防災の  □ 講演会  □ 研修・講習会  □

 地域防災拠点訓練

 □ その他 （ ）

事業項目 活動内容（複数選択可） 支出金額

防災訓練

 □ 自治会・町内会防災訓練 □  他の自治会・町内会との合同防災訓練

 □

　　　　※申請世帯数は広報配布部数を上限とします。

　B　申請金額　　A ×１６０円 ＝ 円

支出内訳【実施計画（ 年４月～ 年３月実施事業）】

事業計画書及び収支予算書の総会等での承認 □ ※チェックをお願いします。

　A　申請世帯数 世帯 （４月１日現在）

担　当　者

年度　町の防災組織活動費補助金交付申請書

TEL (

メールアドレス

)

代表者名

TEL
（ ）

日

団体名

所在地

年度町の防災組織活動費の補助金の交付を受けたいので、次のとおり申請します。

なお、補助金の交付を受けるにあたっては、横浜市補助金等の交付に関する規則（平成17年11
月30日横浜市規則第139号）及び町の防災組織活動費補助金交付要綱を遵守します。

(申 請 先)

鶴 見 区 長 年 月



　第６号様式（町の防災組織活動費補助金交付要綱第12条）

　 〒 -

□ ※チェックをお願いします。

※ 使用されなかった交付金は返還していただくことになります。
※ 前年度に交付を受けた団体は必ず提出してください。

受付番号

円 円 円

(b)支出合計金額 円

※１件10万円を超える支出がある場合、領収書の添付が必須ですのでご注意ください。

年度交付額 (a) 支出合計金額 (b) (a)-(b) 差引

その他

等の購入

物作成  □ その他 （ ）

食料・資機材

品目 数量 品目 数量

 防災啓発チラシ

防災の
 □ 講演会  □ 研修・講習会

防災印刷
 □ 防災マニュアル

）

 □ 防災マップ □

啓発活動  □ その他 （

 □ 地域防災拠点訓練

 □ その他

 □ 見学会

（

事業実績報告書及び収支決算書の総会等での承認

メールアドレス

）

事業項目 活動内容（複数選択可） 支出金額

防災訓練

 □ 自治会・町内会防災訓練 □  他の自治会・町内会との合同防災訓練

年度　町の防災組織活動費補助金実績報告書

実績報告　（ 年4月～ 年3月実施分）

月 日

所在地

(報 告 先)

鶴 見 区 長

団体名

年

代表者名

（
TEL

）

年度の防災活動を次のとおり報告します。

TEL
( )

担　当　者



※ この手引きは、令和５年度予算案が横浜市会において議決されることを条件としています。

令和５（2023）年度

町の防災組織活動費補助金

事務の手引き

（自治会町内会等）

横浜市総務局地域防災課
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1.

（1）

・ 1

・ 1 ※

・ 1 ※

・ 1 ※

・ 1

（2）

・ 1

・ 1 ※

・ 1 ※

（3）

・ 1

・ 1 ※

・ 1 ※

・ 1

・

２.

   ご記入方法等何かご不明な点がございましたら、お住まいの区の総務課までお問い合わ
せください。

   申請・請求・報告書類は必ず配布される様式をご使用ください。（独自の様式で提出され
た場合、受理できない場合があります。）

団体の規約 部

申請書 部

その他団体の防災活動の予定のわかる資料

○提出書類･提出期限
提出書類

交付申請の際には、以下の書類を作成のうえ、区役所総務課へご提出ください。

口座振替依頼書 部

実績報告の際には、以下の書類を作成のうえ、区役所総務課へご提出ください。

事業計画書 部

　 以下の「※」の付いている書類については、区役所地域振興課へ提出済の場合、提出
不要です。事業計画書、収支予算書、実績報告書、収支決算書は必ず総会等の承認を得
てください。

振込口座の確認できる通帳等の写し 部

収支予算書 部

部

　 申請･請求手続きは、（１）（２）の書類が揃うことにより、処理を開始しますので、申請書・請
求書をご提出いただいても、地域振興課へ事業計画書及び収支予算書等が提出されてい
ない場合には、それらの書類が揃うのを待つことになるため、交付が遅れることがございま
す。

　 請求書は交付決定通知書とともに申請書類審査後に送付します。

提出期限　

請求の際には、以下の書類を区役所総務課へご提出ください。

請求書 部

部

活動実績報告書 部

報告書

収支決算書 部

その他団体の防災活動実績のわかる資料 部

領収書（10万円以上の支出に係るもの）　 【詳しくは、20ページをご覧ください。】

　令和５（2023）年度補助金交付申請書
　　令和４年度実績報告書

令和５（2023）年度請求書

8月31日 交付決定日から約２週間後

1



1.

2.

町の防災組織を結成している自治会町内会等

3.

4.

「広報よこはま」の配布部数が把握できない団体については、お住まいの区へご相談ください。

5.

6.

・

・

・

・

・

・

・

7.

・

・

・

・

・ 自治会館等の光熱水費等の公共料金

・

交付の対象となるのは、令和５（2023）年度中に実施する事業に限ります。

補助金の交付対象とならないもの

防災マニュアル・防災マップ等の作成

AEDの購入　（リース含む）

その他防災活動の一環として実施する事業

○事業概要

410 390

令和５（2023）年４月１日から８月31日までに区役所総務課へ提出してください。

防災訓練（地域防災拠点訓練、自治会町内会訓練、初期消火訓練など）の実施

Ｂ自治会（400）

提出期間及び提出先

防災パトロール　（※防犯パトロールは対象外です。）

対象団体

申請世帯数

※ 令和５（2023）年４月１日時点の「広報よこはま」配布部数を上限とします（「広報よこ
はま」の配布がない団体は届出のある加入数とします）。
    ただし、４月１日現在の自治会町内会等の加入世帯数が「広報よこはま」配布部数
 を上回る場合は、自治会町内会等の加入世帯数を上限とします。

‥の場合、

交付世帯数 交付予定額

49,600

交付する補助金の額

申請世帯数※×１６０円

申請世帯数
「広報よこはま」

配布部数

320 310Ａ自治会（300）

団体（加入世帯数）

（例）

消防団への分担金や助成事業

防犯活動など、直接防災に関わりのない活動

防災積立金　（当補助金は翌年度への持ち越しはできません。）

分割購入費

310

補助金の交付対象事業

備蓄食料・防災資機材等の購入

400 64,000

防災のための講演会・研修会・講習会・見学会の開催

「草刈機」等の直接防災に関わりのないものや活動

その他購入の際判断に迷う案件が発生した場合には区役所総務課へお問合せ下さい。

　 自治会町内会等により組織されている町の防災組織が行う自主防災活動に対し、補助
 金を交付します。

　　令和５（2023）年４月１日現在の自治会町内会等の加入世帯数と訓練等防災活動に参
　加する自治会・町内会等に加入していない世帯数を合わせた数

概要

2



◇ 用語説明

　１．申請・請求事務の流れ

3
月
下
旬

町の防災組織
（自治会町内会等）

書類の受領 書類受領→配送

区役所総務課

・「交」‥交付決定通知書　・「申」‥申請書

　・「報」‥報告書 ・「請」‥請求書

4
月
↓
８
月
末

申請書･報告書の審査、管理

書類の作成

【P.4～参照】

交付決定通知受領

８
月
以
降

請求書作成

【P.9～参照】

補助金の振込

≪申請・請求編≫（P.３～P.14）

申

報

申 報

交 請

請

申 報

※ 自治会町内会等に個別配布

郵送

持参･郵送

郵送

口座振込

持参･郵送

3



　町の防災組織活動費補助金交付申請書　記入例

　２．申請書記入のポイント

対象とならない内容の記入があ
る場合には、訂正をしていただ
きます。ご注意ください。

添付書類の収支予算書に計上されている金額との整合を
とってください。

添付書類の事業計画書等と整合
をとってください。

年度内に使用できなかった補助金は返還していただきます。

4



　収支予算書及び事業計画書との整合

◇ ポイント ◇
○ 申請書「B 申請金額」 ＝ 収支予算書 収入の部 補助金予算額
○ 申請書申請内訳合計 ＝ 収支予算書 支出の部 町の防災組織活動費

となります。

申請額未満の金額が記載されていた場合には、その
金額での交付となってしまいますので、ご注意ください。

申請書の申請金額超の金額を記載しても構いませんが、申請書右下の
「支出合計金額」との整合を取ってください。

5



申請書に右のようにチェックがついていたら、自治
会の防災訓練、地域防災拠点、研修等の予定が事
業計画書には載っていなければなりません。記述が
ない場合には、実施日、実施場所を確認のうえ補記
していただきます。

6



◆

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

◆

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

Q
A

防犯パトロールは対象になりません。ただし、地域の危険箇所（がけ地、倒木危険箇所等）を見回っ
たり、確認したりする等の防災パトロールは対象としています。※申請書類にも「防災パトロール」等
の記入をしてください。

　３．Ｑ＆Ａ集（申請書編）
 補助対象について

大きい資機材（防災倉庫・AED等）を購入するために積立をしたいのですが･･･

「購入した年」を「活動があった年」とみなすため、積立金は対象となりません。

昨年度購入した資機材を分割払いしている場合は？

（申請書に訂正がある場合に）捺印する際の印鑑は何を押せばいいの？

代表者の私印か○○代表者印（○○会長印）の捺印をお願いします。
代表者以外の私印（会計担当者等）や、自治会・町内会等の団体印では書類を受理できませんの
で、ご注意ください。なお、請求書の印鑑と同じ印鑑である必要はありません。

申請書に記入した購入予定の資機材や食料は必ず買わなければいけませんか？

あくまで予定ですので、当初記入した資機材と別の資機材を購入していただいても構いません。
ただし、「購入品目未定」というような記入では補助金は交付できません。年度当初の予定で構いま
せんので具体的にご記入ください。

積立同様「購入した年」を「活動があった年」とみなすため、対象となりません。

リースは対象となるか。

対象となりますが、リース期間が複数年度にわたる場合は、当該年度分のリース料金のみとします。

具体的にはどのような品目が補助対象外になるのか。

過去にあったもので何件か例示すると、「芝刈り機」の購入や会館利用にかかる「公共料金」等の支
出は防災という補助金の趣旨に照らしても役割が異なるとの判断から、対象外としています。

パトロールは対象になるのか。

提出の期限は？

提出期限は８月31日です。

 申請の手続きについて
申請書に捺印は必要ですか？

申請書は代表者名の自筆または記名（ゴム印、Word打ち等）であれば、捺印の必要はありません。
ただし、訂正が必要な場合には、訂正箇所に代表者の印が必要になりますのでご注意ください。

提出先はどこ？

申請金額と申請内訳は合わせなければいけませんか？

申請の内訳ですので、合わせてください。ただし、申請金額以上の支出をする場合、その全ての支
出項目をご記入いただいて構いません。

申請書の項目にない防災に関する活動等がございましたらご記入ください。

ご協力よろしくお願いいたします。

お住まいの区の区役所総務課にお願いします。（連絡先についてはP.23をご覧ください。）

「その他」には何を書けばいいの？
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  （１） 修正液、修正テープなどは使用できません。

  （２） 訂正する部分に二重線を引き、その上に代表者の印を捺し、

正しい内容を記入してください。

このように訂正を行ってください。

例えば、申請書で住所を間違えてしまったら‥

中区港町1-1　ハイツ港町 　5号 　4号 棟205号

〒 231 - 0017

　＜参考＞　訂正の方法

代表者氏名 　　　　　　横浜　花子

◇　訂正する時の注意点　◇

代表者住所

申請書・報告書・請求書等の書類に訂正がある場合には、以下の例のとおりに訂正しましょう。

〒 -

2011

団体名 港町自治会

所在地 231 0017

)

中区港町1―1ハイツ港町４号棟205号

横浜　花子代表者名

TEL
（ 671 ）

担　当　者 危機　太郎
TEL

(

メールアドレス
xxxxxx－xxxxx＠xxxx.co.jp

※ 申請書より抜粋
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　町の防災組織活動費補助金請求書＜自治会・町内会用＞・表面

正 「代表者の私印」
「○○代表者印」

「○○会長印」

誤 「会長印」
「○○自治会会計印」
「○○自治会印」

※印鑑は正確に捺印くださ

③代表者名が口座名義人と
異なる場合には、代表者印を
押捺ください。

②団体名は正確に記入ください。

押捺が省略できる請求書である
場合は、Eメールでの提出ができ
ます。なお、提出はPDFに限りま
す。

【注意】
口座名義人が請求者と別の場合
は請求書欄、口座名義人欄とも
に押捺の省略はできませんので、
Ｅメールでの提出はできません。

　４．請求書記入のポイント

①提出の日付を記入ください。

交付決定通知書の日付よりもあと
の日付になります。

④交付決定通知の金額を正
   確に記入してください。
【注意】
請求金額欄の訂正はできませ
ん!!
新たな用紙に記入してください。

　 今年度すでに区役所に口座振替依頼書を提出している場合は、裏面の記入
は必要ありません。
   提出していない場合、または、口座の変更がある場合には、次ページの例を
参考に、裏面もご記入ください。　転居や代表者変更等があった場合は事前に
区役所への届出が必要です。

①

②

③

【注意】
「港町自治会」と「港町町内
会」のような非常に似ている
名称の団体もあります。
正式な名称をご記入ください。

④
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　町の防災組織活動費補助金請求書＜自治会・町内会用＞・裏面

□ 訂正箇所はありませんか？　　（詳細はP.8参照）

①正確に各項目に記入ください。

【注意】
口座名義人の誤りが多々ありま
す。
通帳の1枚開いたページに記載の
口座名義、カタカナを正確にご記
入ください。

記載のとおりに振込処理を行いま
す。ご協力お願いします。

【確認】
代表者と口座名義人が同じ場合
には記入不要です。

【注意】
印鑑は表面のものと同じものを
押捺してください。

②代表者と口座名義人が異な
る場合や請求者欄の団体名と
口座名義の団体名が違う場合
は、こちらに代表者印の押捺
が必要になります。

最後にチェック!!

※　区役所に口座振替依頼書を提出していない場合、または、口座の変更がある場合
　のみ、記入が必要です。

　 　 記載されている文字を修正する場合は、必ず　「訂正印」　が必要です。修正液、修正テープでの
　 訂正は認められませんのでご注意ください。また、既に捺印されたものを取消す場合には同じ印鑑
   で重ね印を押してください。
　    また、請求金額欄の修正はできません。金額を誤って記入した場合は訂正印による修正も認めら
   れないので、新しい用紙に書き直していただきます。

①

②
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①提出の日付を記入ください。

　

④正確に各項目を記入ください。

　

□ 訂正箇所はありませんか？　　　（詳細はP.8参照）

【注意】
印鑑は同じものを押捺してくだ
さい。

⑤代表者と口座名義人が異なる
場合、代表者印を押捺ください。

③交付決定通知の金額を正確に
記入してください。

②代表者名が口座名義人と異な
る場合には、代表者印を押捺くだ
さい。

【注意】
請求金額欄の訂正はできませ
ん!!
新たな用紙に記入してください。

※　代表者と口座名義人が同じ場合
には記入不要です。

【注意】
口座名義人の誤りが多々ありま
す。
通帳を1枚開いたページに記載の
口座名義、カタカナを正確にご記
入ください。
記載のとおりに振込処理を行いま
す。ご協力お願いします。

交付決定通知書の日付よりもあ
との日付になります。

最後にチェック!!

　 　 記載されている文字を修正する場合は、必ず　「訂正印」　が必要です。修正液、修正テープでの
　 訂正は認められませんのでご注意ください。また、既に捺印されたものを取消す場合には同じ印鑑で
   重ね印を押してください。
　    また、請求金額欄の修正はできません。金額を誤って記入した場合は訂正印による修正も認めら
   れないので、新しい用紙に書き直していただきます。

　町の防災組織活動費補助金請求書＜自治会・町内会以外の団体用＞

押捺が省略できる請求書である場
合は、Eメールでの提出ができま
す。なお、提出はPDFに限ります。

①

②

③

④

⑤

【注意】
「港町自治会」と「港町町内
会」のような非常に似ている
名称の団体もあります。
正式な名称をご記入ください。
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　5．請求について
1. 交付決定

2. 「町の防災組織」活動費補助金請求書（第５号様式）について

交付決定通知書を受け取った後に、次の書類を区役所総務課へ提出してください。

① 「町の防災組織」活動費補助金請求書

②団体の振込口座の分かる預金通帳等の写し

・

・ 請求金額には交付決定通知書の交付金額を記入してください。

・ 口座名義人の記入欄には、振込先・預金種目・口座番号を通帳に記載のとおりに記入してください。

口座名義に団体名や、役職等も含む場合はそちらも必ず記入してください。

その他、字の写し間違えにも注意してください。

間違いがあると、再度確認し振込を行いますので、交付が遅れてしまいます。

・ 代表者と口座名義人が異なる場合は、請求書下の代表者氏名の記入と捺印をお願いします。

・ 代表者が申請時と請求時で異なる場合は、区役所総務課へ申し出てください。

　 申請書受理後、申請内容などの確認を行い、適正な場合は「町の防災組織」活動費補助金
交付決定通知書（第２号様式）を送付します。

自治会町内会等の団体の名称と所在地、代表者氏名及び電話番号を記入してください。
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Q 口座名義人欄には、どのように記入すればいいの？

A

Q 申請した金額と、交付決定通知書に印字してある金額が違うんだけど。

A

Q 4月以降加入者が増えたため、申請書を再提出したいんだけど。

A

Q 申請時と請求時で会長が変わってしまった。請求書の名前はどうすればいいのか。

A

Q フリガナは絶対に書かなければいけないの？

A

基準日を4月1日としておりますので、4月以降に増えた分の申請はできません。

このような場合、請求は現会長のお名前でご記入ください。区役所に会長の変更届が提出
されていない場合は変更届の提出をお願いします。

　6．Ｑ＆Ａ集（請求書編）

名義相違等により振込ができない団体が非常に多いです。ご記入前にしっかりと確認し、通
帳を1枚めくったページに記載してある情報を、漏れなくご記入下さい。

申請世帯数と区確認世帯数のどちらか少ない方が交付世帯数となるためです。
例えば、1000世帯、160,000円の申請をいただいたとしても、区確認世帯数が950世帯だっ
た場合には、950世帯×160円で152,000円の交付しかできないということになります。ご不
明な点がございましたら、お住まいの区の区役所総務課までお問い合わせください。

振込の際には、フリガナが大変重要です。ほんの一例ですが、同じ「自治会」でも口座名義
が「ジチカイ」の団体、「ジジカイ」の団体などあり、その一文字のために振込が出来ない団
体も多々あります。確実な振込のためにも、フリガナのご記入漏れのないようにお願いしま
す。

お振込は、こちらにご記入のと
おりに行います。

通帳の表紙裏面等に記載され
ている口座名義を、漏れなく、正
確にご記入ください。

銀行名・支店名も正確にご記入くださ

い。また、各金融機関、支店・出張所に

ついても忘れずに囲ってください。

※ゆうちょ銀行をご利用の場合
支店名（記号番号）は漢数字三桁となり
ますので、ご確認の上ご記入ください。

※ 通帳を1枚めくったページﾞ

※ 請求書抜粋
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・「ジチカイ」と「ジジカイ」

・「会長」と「代表」と「代表者」、「会計」と「会計担当」

・役職名（会長、会計など）が必要な場合と、不要な場合

・「自治会」と「町内会」

・「ヶ」と「ケ」

・フリガナの記載なし

・実際は「会計」だったが、間違えて「会計担当」と記入した場合に「会計（担当）」と記載している

⇒カッコ書きは訂正として認められません。

・「銀行」と「信用金庫」の囲い間違い

・「支店」と「出張所」の囲い間違い

・代表者名と口座名義人の名前が違うが、下部に記名・押印なし

・上部と下部の記入されている代表者氏名が違う。

・上部と下部に押印されている印鑑が違う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等
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≪報告編≫（P.15～P.22）

　１．報告事務の流れ

◇ 用語説明

　・「申」‥申請書 ・「報」‥報告書

　・「確」‥金額確定通知

書類の作成

【P.17～参照】

８
月
以
降
随
時

金額確定通知受領

4
月
↓
８
月
末

書類の受領
3
月
下
旬

町の防災組織
（自治会町内会等） 区役所総務課

書類受領→配送

報告書の審査,通知書の作成

申

報

申 報

確

申 報

※ 自治会町内会等に個別配布

郵送

持参･郵送

郵送
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　２．実績報告について
1.

（1） 実績報告書の支出金額と収支決算書の支出金額（町の防災組織活動費）が合わない。

（2） 実績報告書の各項目事業や支出金額が収支決算書の摘要と合わない。

2. 未使用額返還（前年度補助金）

3. 罰則の規定について

4. 書類の保管について

令和４（2022）年度の会計帳簿・領収書等は2028年度までの保存が必要です。

収支決算書との整合性

　 　「町の防災組織」活動費補助金実績報告書の記入内容と自治会町内会等収支決算書の記
    入内容は必ず合わせてください。以下のケースの場合は、訂正又は返還をお願いすることに
    なりますので、各自治会町内会等で確認をお願いします。

   この他、収支決算書で防災項目が確認できない場合は、防災事業費を抽出して別表を
作成いただく場合もあります。

　   交付した補助金に未使用額がある場合は、返還依頼書と納付書を送付しますので、期限内
  にお支払いください。

　   『横浜市補助金等の交付に関する規則』により、「偽りその他不正の手段により補助金等の交
　付を受けた とき」や「補助金等の他の用途への使用をしたとき」には、５万円以下の過料に処さ
　れます。適正な補助金の使用をよろしくお願いいたします。

　補助金の交付を受けた団体は、補助金に係る事業の収支を明らかにした会計帳簿、領
収書等の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算
して5年間保存しなければなりません。また、必要に応じて区役所から提示を求める場合
などがあります。
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　町の防災組織活動費補助金実績報告書記入例

　３．実績報告書記入のポイント

訂正がある場合は代表者の印で、
訂正箇所に捺印をお願いします。

添付書類の事業報告書等と整合
をとってください。

1件10万円以上の支出においては、
領収書の添付が必須になります。
その他の領収書についても5年間
大切に保管をお願いします。
※20ページ以降を参照

添付書類の収支決算書に計上されている金額との整合をとってください。

補助金支給対象外の用途に使用
されている場合には、確認の上、
該当額を差し引いて報告とさせて
いただく場合もございます。ご了承
ください。
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　収支決算書及び事業実績報告書との整合

◇ ポイント ◇
○ 報告書 「(ａ)前年度交付金額」 ＝ 収支決算書 収入の部 町の防災組織活動費補助金
○ 報告書 「(ｂ)支出合計金額」 ＝ 収支決算書 支出の部 町の防災組織活動費
となります。

ここには、実際に当該年度に交付された金額を記載してください。

前年度の交付額を超える金額を記載しても構いませんが、報告書の「(ｂ)支
出合計金額」と一致させてください。また、内訳を記載する場合、報告書の内
容と齟齬がないようにして下さい。
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報告書に右のようにチェックがついていたら、自治会
の防災訓練、地域防災拠点等の訓練の実績が事業
実績報告書には載っていなければなりません。記述が
ない場合には、実施日、実施場所を確認のうえ補記し
ていただきます。

また、実績の報告ですので、実施した日付・場所等
の情報は必ず確認してください。
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　４．領収書について
1. 提出

この場合の1件とは？･･･1件とは1契約であり1契約内の1品目ではない。

補助金の交付を受けた者(補助事業者)は事業終了後(通常は年度終了後)に「横浜市補助金等の交付
に関する規則」第14条第1項の規定により、
①実績報告書
②決算書
③領収書　　　などの提出が義務付けられています。

ただし、同規則第14条第5項第1号の規定により、1件の金額が10万円未満のものに係る領収書は区
役所への提出を省略することができます。

1契約ごと10万円未満であるため、
領収書の添付は不要

それぞれの品目は10万円未満だが、

総額が10万円を超えるため、

領収書の添付が必要!!

水

25,000円

缶詰
缶入り保存パン

60,000円

ヘルメット

37,500円
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2. 保管
領
収

水

25,000円

缶詰
缶入り保存パン

60,000円

ヘルメット

37,500円

水

25,000円
缶詰
缶入り保存パン

60,000円

ヘルメット

37,500円

それぞれは10万円を超
えていないため、提出
の必要はありません。

1件の金額が10万円を超
えているため、領収書の
写しを区役所に提出しま
す。
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Q 報告書に捺印は必要ですか？

A

Q （報告書に訂正がある場合に）捺印する際の印鑑は何を捺せばいいのか。

A

Q 前年度と今年度で会長が変わった。報告書の名前はどうするのか。

A

Q 「その他」には何を書けばいいの？

A

Q
A

Q 報告書に添付する領収書は写しでいいのか。
A 領収書は写しを提出し、原本はご自身で保管してください。

Q 提出先はどこ？

A お住まいの区の区役所総務課にお願いします。（連絡先等については次ページをご覧ください。）

Q 提出の期限は？
A

　５．Ｑ＆Ａ集（報告書編）

申請書は代表者名の自筆または記名（ゴム印、Word打ち等）であれば、捺印の必要はありませ
ん。
ただし、申請書に訂正が必要な場合には、訂正箇所に代表者の印が必要になりますのでご注
意ください。

例えば、乾パン、水缶、ヘルメットの三つを購入したら金額が10万円を超えた。領収書は必要か。

報告書の事業項目に印字されていない防災に関する活動等がございましたらご記入ください。

現会長の名前で提出してください。

代表者の私印か○○代表者印（○○会長印）の捺印をお願いします。
代表者以外の私印（会計担当者等）や、自治会・町内会等の団体印では書類を受理できませんの
で、ご注意ください。なお、請求書の印鑑と同じ印鑑である必要はありません。

提出期限は８月31日です。
ご協力よろしくお願いいたします。

まず、乾パン、水缶、ヘルメットをまとめて１契約として1つの業者から買った場合には、領収書は必
要になります。
次に、乾パンは乾パン（4万円）、水缶は水缶（6万円）、ヘルメットはヘルメット（4万円）とそれぞれ
別々に購入し、購入金額の和が10万円を超えたような場合には、領収書の添付は必要ありません。
ただし、補助金を充てた支出の領収書は10万円を超えないものについても5年間は大切に保管す
ることとなっています。必要な場合には提示していただく場合もございますので、大切に保管してく
ださい。
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　鶴見区総務課 230-0051 (510)1656(直通)

(224)8112(直通)

　神奈川区総務課 221-0824 (411)7004(直通)

区役所 郵便番号 電話番号

(341)1225(直通)

　港南区総務課 233-0003 (847)8315(直通)　港南区港南４－２－１０

　西区総務課 220-0051 (320)8310(直通)

　中区総務課 231-0021

(788)7706(直通)

　保土ケ谷区総務課 240-0001 (334)6203(直通)

　旭区総務課 241-0022 (954)6007(直通)

　磯子区磯子３－５－１

　旭区鶴ケ峰１－４－１２

　保土ケ谷区川辺町２－９

226-0013 (930)2208(直通)

　磯子区総務課 235-0016 (750)2312(直通)

　金沢区総務課 236-0021

　緑区寺山町１１８

　港北区大豆戸町２６－１

　金沢区泥亀２－９－１

(894)8312(直通)

(866)8307(直通)

(367)5611(直通)

(948)2212(直通)

　港北区総務課 222-0032 (540)2206(直通)

　緑区総務課

　戸塚区総務課 244-0003

　栄区総務課

　青葉区総務課 225-0024

247-0005

(978)2213(直通)

　都筑区総務課 224-0032 　都筑区茅ケ崎中央３２－１

　青葉区市ケ尾町３１－４

　栄区桂町３０３－１９

（671）3456

　泉区総務課 245-0024 (800)2309(直通)

　瀬谷区総務課 246-0021 　瀬谷区二ツ橋町１９０

　泉区和泉中央北５－１－１

所在地

　鶴見区鶴見中央３－２０－１

　南区浦舟町２－３３

　中区日本大通３５

　西区中央１－５－１０

　神奈川区広台太田町３－８

　南区総務課 232-0024

　戸塚区戸塚町１６－１７

総務局地域防災課

お住まいの区の総務課へ提出してください。
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令和５年３月 17 日  

 

 各地区連合会長 様 

 

                               鶴見区地域振興課長

   

令和５年度｢地区連合会現況届｣の提出について（依頼） 

                                       

時下 ますます御清祥のこととお慶び申し上げます。 

日頃から、鶴見区政に御理解と御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、令和５年度を迎えるにあたって、貴地区連合会におかれましては、会長をはじめ

役員の方々の改選時期と存じます。 

つきましては、令和５年度の地区連合会の現況を確認したく、｢地区連合会現況届｣を記

入し、４月 19 日（水）開催の４月定例会にて御提出くださいますようお願い申し上げます。 

 お忙しいところ誠に恐縮ですが、御協力をお願いいたします。 

 

１ 提出依頼書類 

(1) 令和５年度地区連合会現況届  

※１ 鶴見区役所が把握している地区連合会情報の再確認の意味合いもあります。 

※２ 御提出いただいた個人情報は、鶴見区役所による地区連合会の現況把握の目 

的で使用し、その目的以外には使用しません。 

 

２ 提出期限 

  令和５年４月１９日（水) 

※ 総会日程等により提出期限に間に合わない場合は、総会終了後すみやかに御提出

ください。 

 

３ 提出先 

鶴見区役所地域振興課地域振興係 自治会町内会担当あて 

   

 

担当 鶴見区役所 地域振興課地域振興係 井上、澁谷 

                  電話   ５１０－１６８８ 

                 ＦＡＸ ５１０－１８９２ 

                 Mail  tr-chikatsu@city.yokohama.jp 



令和 年　　　月　　　日

横　浜　市　鶴　見　区　長
地区連合会名　　　　　　　　　　　　　　　　　

会長氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和５年度　鶴見区地区連合会現況届

※会長、副会長、会計担当に関しては、新年度の担当の方を記入してください。

１　地区連合会名

２　会長

ふりがな

氏　名

住所　鶴見区

電話　　　　　　　　　　　　　　　FAX

（携帯電話）　　　　　　　　　　　　　　

３　副会長

ふりがな

氏　名

電話　　　　　　　　　　　　　　　FAX

（携帯電話）　　　　　　　　　　　　　　

ふりがな

氏　名

電話　　　　　　　　　　　　　　　FAX

（携帯電話）　　　　　　　　　　　　　　

４　会計担当

ふりがな

氏　名

電話　　　　　　　　　　　　　　　FAX

（携帯電話）　　　　　　　　　　　　　　　

ふりがな

氏　名

電話　　　　　　　　　　　　　　　FAX

（携帯電話）　　　　　　　　　　　　　　　

５　会館

　○で囲んでください⇒　　　有　　　　　無

　住所　鶴見区

　電話　　　　　　　　　　　　　　　FAX

６　会長の任期制度
　○で囲んでください⇒　　　　有　　　　　無

　会長任期　　　　　年、再任　　　　　回まで　



令和５年３月 17 日 

 各自治会・町内会長 様 

                               鶴見区地域振興課長 

 

令和５年度｢自治会町内会現況届｣等の提出について（依頼） 

                                       

時下 ますます御清祥のこととお慶び申し上げます。 

日頃から、鶴見区政に御理解と御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、令和５年度を迎えるにあたって、自治会町内会におかれましては、会長をはじめ

役員の方々の改選時期と存じます。 

つきましては、令和５年４月１日の自治会町内会の現況と令和５年度の役員の方々につ

いての状況を確認したく、｢自治会町内会現況届｣を記入し、御提出をお願いします。 

お忙しいところ誠に恐縮ですが、御協力をお願いいたします。 

 

１ 提出依頼書類 

(1) 令和５年度自治会町内会現況届  

★昨年度と内容に変更がない場合でも、必ず御提出ください。 

※１ 区役所が把握している自治会町内会情報の再確認の意味合いもあります。 

※２ 不動産販売業者や公共工事業者等から事業説明等の御挨拶等のため、会長の連絡先につい 

てお問合せがあったときには、区役所からお答えしています。 

※３ 御提出いただいた個人情報は、区役所による自治会町内会の現況把握及び上記※２の目的 

で使用し、その目的以外には使用しません。 

 

２ 提出期限 

  令和５年５月 19 日（金) 

※１ 総会日程等により提出期限に間に合わない場合は、総会終了後に御提出ください。 

※２ 会長が変更となる自治会町内会は別途「自治会町内会長変更届」を御提出ください。 

 ※３ 同封する返信用封筒にて御提出ください。 

 

３ 認可地縁団体（法人化）の自治会町内会で変更がある場合 

  会長や規約、区域等を変更した場合、変更したことがわかる総会の議事録を添えて、

区役所地域振興課へ届出する必要があります。お手数をおかけしますが、別途ご相談く

ださい（手続きのフローは裏面参照）。 

 

 

担当 鶴見区役所 地域振興課地域振興係 井上、澁谷 

                 電話   ５１０－１６８７ 

                 ＦＡＸ ５１０－１８９２ 

                 Mail  tr-chikatsu@city.yokohama.jp 



認可地縁団体（法人化）の自治会町内会で 

変更がある場合のフロー 

 

○規約等が変更となった場合 

 

 

○代表者等が変更となった場合 

 



№　　　　　　　　

自治会町内会名　 会長氏名

令和　　年　　月　　日

令和５年度　鶴見区自治会町内会現況届

横浜市鶴見区長

次のとおり、令和５年４月１日現在の現況を届け出ます。

1 自治会町内会名
ふりがな

2 自治会町内会エリア
※自治会町内会のエリア地図を添付してください。

3 自治会町内会長

ふりがな 電話
携帯
FAX

（　　　　）
（　　　　）
（　　　　）

氏名

4 加入世帯数 世帯

5 班数
（回覧用チラシ等必要枚数）

□変更なし □変更あり 班
チラシ

必要枚数 枚

6 掲示板数
（掲示ポスター必要枚数）

□変更なし □変更あり 枚

7
配送先
（区役所からの資料、回覧用のチラ
シ等）

□会長宅　　□会館　　□その他（配送先を下記に記載してください）

氏名
（名称） 電話 （　　　　）

電話
FAX

（　　　　）
（　　　　）

住所 鶴見区

9 役員氏名

□副会長
□会計

電話
FAX

住所 〒230-

8
会館

名称

電話
FAX

（　　　　）
（　　　　）

会館予約担当 氏名 電話 （　　　　）

□副会長
□会計

電話
FAX

（　　　　）
（　　　　）

（　　　　）
（　　　　）

□副会長
□会計

電話
FAX

（　　　　）
（　　　　）

□副会長
□会計

補足事項
３会長の連絡先は、行政機関（国・県・市等）、公共的機関（市外郭団体・社協等）、各議員、公共工事業
者、不動産販売業者（目的が加入促進につながる場合）に対してのみ情報提供します。※Ｅメールは、区から
の連絡でのみ使用します。
５～７変更内容は、届出のあった月の翌月からの反映となります。
７広報よこはまの配送先を変更する場合は、鶴見区役所広報相談係（℡：510-1680）に連絡してください。
８会館使用希望者に対して、予約担当者の連絡先を公開している場合、氏名・連絡先を記入してください。
９役員の氏名・連絡先は、緊急時に使用する場合があります。
10自治会町内会の広報活動の一環として利用している、HPやSNS（LINE、Twitter等）を記入してください。

□あり（URL: 　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□あり（利用ｻｰﾋﾞｽ: 　　 　　　　　 　　　　　　）
10 ＩＣＴを活用した情報発信

□なし

□なし

住所

Eメール

ＨＰ

ＳＮＳ

□副会長
□会計

電話
FAX

（　　　　）
（　　　　）



№　　　　　　　　

自治会町内会名　 会長氏名

令和　　年　　月　　日

令和５年度　鶴見区自治会町内会現況届

横浜市鶴見区長

鶴見●●町内会 鶴見　一郎

次のとおり、令和５年４月１日現在の現況を届け出ます。

1 自治会町内会名
ふりがな　つるみまるまるちょうないかい

　鶴見●●町内会

2 自治会町内会エリア 別添エリア図のとおり
※自治会町内会のエリア地図を添付してください。

3 自治会町内会長

ふりがな つるみ　いちろう 電話
携帯
FAX

（　　　　）
（　　　　）
（　　　　）

氏名 鶴見　一郎

Eメール ○■○■○■　＠　turumi.com

4 加入世帯数 1234 世帯

5 班数
（回覧用チラシ等必要枚数）

□変更なし ■変更あり 50 班
チラシ

必要枚数 枚

6 掲示板数
（掲示ポスター必要枚数）

■変更なし □変更あり 枚

7
配送先
（区役所からの資料、回覧用のチラ
シ等）

□会長宅　　□会館　　■その他（配送先を下記に記載してください）

氏名
（名称） 鶴見　ツル子 電話 （　　　　）

住所 〒230-　　　鶴見区▲▲町３丁目－□□

8
会館

名称 鶴見●●会館 電話
FAX

（　　　　）
（　　　　）

住所 鶴見区　●●町１丁目□－▲▲

会館予約担当 氏名 鶴見　ゆたか 電話 （　　　　）

9 役員氏名

■副会長
□会計

佐藤　●
電話
FAX

（　　　　）
（　　　　）

■副会長
□会計

鈴木　■□
電話
FAX

（　　　　）
（　　　　）

■副会長
□会計

高橋　○▲
電話
FAX

（　　　　）
（　　　　）

■あり（利用ｻｰﾋﾞｽ: LINE 　　　　　 　　　　　　）

□副会長
■会計

田中　□●
電話
FAX

（　　　　）
（　　　　）

□副会長
■会計

伊藤　○
電話
FAX

（　　　　）
（　　　　）

住所 鶴見区　●●町１丁目□－○○

補足事項
３会長の連絡先は、行政機関（国・県・市等）、公共的機関（市外郭団体・社協等）、各議員、公共工事業
者、不動産販売業者（目的が加入促進につながる場合）に対してのみ情報提供します。※Ｅメールは、区から
の連絡でのみ使用します。
５～７変更内容は、届出のあった月の翌月からの反映となります。
７広報よこはまの配送先を変更する場合は、鶴見区役所広報相談係（℡：510-1680）に連絡してください。
８会館使用希望者に対して、予約担当者の連絡先を公開している場合、氏名・連絡先を記入してください。
９役員の氏名・連絡先は、緊急時に使用する場合があります。
10自治会町内会の広報活動の一環として利用している、HPやSNS（LINE、Twitter等）を記入してください。

10 ＩＣＴを活用した情報発信
ＨＰ □なし ■あり（URL: ○■○■○■ @ ○■.com 　　　　　）

ＳＮＳ □なし

記載例



 

 

                                            令和  年  月  日 

 

自 治 会 町 内 会 長 変 更 届                               

 

（届出先） 

  鶴 見 区 長 

  鶴見区自治連合会長 

 

 次のとおり、自治会町内会長の変更がありましたので届け出ます。 

 

 

 連 合 会 地 区 名            

 

                                 （NO.  ） 

 

 自治会・町内会名 

 

                                     （NO.  ） 

 

 

 

 

 新 

 

 

 

 会 

 

 

 

 長 

ふ り が な
      

 氏  名 

 

 

                                        , 

 

 生 年 月 日      

 

T・S・H    年     月     日 （   歳） 

 

 住  所 

 

 鶴見区 

 

 自宅℡ 

 

 ０４５（    ） 

 

 自宅FAX 

 

 ０４５（    ） 

 

 携帯電話 

 

 

     －      － 

 

 

 変 更 年 月 日             
      令和  年  月  日 

 

 前 会 長 氏 名 

 

（注意）・届出は新会長からの御提出をお願いします。 

       ・鶴見区役所地域振興課地域振興係へご提出をお願いします 

 

 



令和５年３月 17日  

 各自治会町内会長 様 

鶴見区地域振興課長 

 

自治会町内会が利用できる手続きについて（案内） 

 

時下 ますます御清祥のこととお慶び申し上げます。 

日頃から市政・区政の推進に御協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、鶴見区役所地域振興課では、各自治会町内会（以下、「町内会」という。）が利用

できる、次のような取組を実施していますので御案内いたします。 

各制度の詳細をお知りになりたい場合は担当まで、電話・メール・ＦＡＸ等でご連絡く

ださい。 

 

１ 活動の広報等の掲載（広報依頼方法については資料１参照）    

町内会の活動内容や町内会主催のイベント等について、地域住民がより情報を取得

しやすくなるように広報等の掲載を行います。 

【広報の手段】 

①鶴見区自治連合会ホームページでの掲載 

②鶴見区ツイッターへの掲載 

 

 

 

２ 地縁団体の認可（法人化）（手続きやフローについては資料２参照） 

  当該認可制度は不動産を保有又は保有を予定している町内会が法人格を取得し、町内 

会名義で不動産登記を可能にする趣旨で平成３年４月に創設されました。 

  令和３年 11月からは不動産の保有又は保有予定に関わらず、地域的な共同活動を円 

滑に行うために法人格を取得することが可能になりました。 

なお、法人化された町内会は、会長の交代や規約・区域等の変更をした場合、変更した

ことがわかる総会の議事録を添えて、区役所地域振興課へ届出する必要があります。 

 

担当 鶴見区役所地域振興課 澁谷  

Tel：510-1688 Fax：510-1892 

 Email: tr-chikatsu@city.yokohama.jp 

（自 治 連 Ｈ Ｐ） 

mailto:tr-chikatsu@city.yokohama.jp


活動の広報等の掲載について 

 

○鶴見区自治連合会ホームページでの掲載 

町内会の活動写真（お祭りや見守り活動など）や町内会所有のホームページ・ＳＮＳ等

のリンク先を自治連ホームページで掲載します。 

 【主な手続き方法】 

・鶴見区自治連合会ホームページへの写真掲載の場合 

該当の写真に簡単な説明文を添付し、Ｅメール等で送付をお願いします。 

・リンク先の掲載の場合 

ホームページ・フェイスブック・ツイッター等のＵＲＬをＦＡＸ・Ｅメールでご連絡

ください。 

 

 

○鶴見区ツイッターへの掲載 

町内会主催のイベントの開催内容について、鶴見区役所のツイッターで告知します。 

 【主な手続き方法】 

  イベントの概要について「140 字以内の文章」を、ＦＡＸ・Ｅメール等で区役所地域振

興課まで送付ください。その際、チラシのデータやイベント内容がわかる写真がありま

したら、一緒に掲載します。 

 

 

 

○連絡先等 

住所：〒230-0051 

横浜市鶴見区鶴見中央３－２０－１ 鶴見区役所地域振興課 宛 

 Tel：510-1688 

Fax：510-1892 

Email: tr-chikatsu@city.yokohama.jp 

 

 

 

資 料 １ 
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地縁による団体の認可等手続きフロー 

標準 

処理期間 
申 請 者 

区役所 

(地域振興課) 

地

縁

団

体

認

可

手

続

き

着手 

準   

備 

期 

間 

完了 

総会開催 

認可地縁団体になることの意思決定 

規約(案)提出 調 整 

規約(案)確定 回 答 

構成員名簿調製 

総会開催 

①認可申請決定

②規約の改正

③代表者の決定

④区域の確定

⑤構成員の確定

⑥保有する財産の確定

規約(案)受領 

 ↓ 

内容チェック 

申請 

45 日 

受理 

認可申請書 

①新･旧規約

②総会議事録

③構成員名簿

④総会資料
(事業報告･計画、予･決算明記

のもの、財産目録など) 

⑤代表者の承諾書

⑥区域図

認可指令書（受理） 

申請書受理 

↓ 

書類確認(受理) 

↓ 

  内 容 審 査  

↓ 

 認 可 決 定 

↓ 

告示(市報登載） 

↓ 

台 帳 整 備 

↓ 

認可指令書(交付) 

告
示
事
項
変
更
届
出
手
続
き

届出 

受理 

告示事項変更届出書 

①総会議事録

変更告示通知書(受理) 

 届出書受理 

 ↓ 

 内容審査・決定 

 ↓ 

告示 (市報登載） 

↓ 

台 帳  修 正 

 ↓ 

変更告示通知書（交付） 

資 料 ２

01111217
長方形

01131207
ノート注釈

01131207
長方形

01111217
テキストボックス
規約については、地方自治法に定められている要件を満たす必要があります。

01131207
線

01111217
テキストボックス
会長交代した時等
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標準 

処理期間 
申 請 者 

区役所 

(地域振興課) 

規
約
変
更
認
可
申
請
手
続
き

申請 

 30 日 

受理 

規約変更認可申請書 

①新･旧規約

②総会議事録

変更認可指令書(受理) 

 申請書受理 

↓ 

内 容 審 査 

↓ 

変更認可決定 

↓ 

認可変更指令書（交付） 

解
散
届
出
手
続
き

届出 

※財産の

帰属認可

30 日 

受理 

解散届出書 

①総会議事録

②その他関係書類

解散告示通知書（受理） 

 届出書受理 

↓ 

 内容審査・決定 

 ↓ 
※財産の帰属が認可を要する場合

内 容  審 査 

↓ 

帰属認可決定 

↓ 

告示 (市報登載） 

↓ 

台 帳 修 正 

↓ 

解散告示通知書（交付） 

清
算
結
了
届
出
手
続
き

届出 

受理 清算結了告示通知書(受理) 

清算結了届出書 

①清算に関する関係書類

 届出書受理 

↓ 

 内容審査・決定 

↓ 

告示 (市報登載） 

↓ 

台 帳 閉 鎖 

  ↓ 

清算結了告示通知書(交付) 

01111217
テキストボックス
規約を変更した時



令和５年３月 17 日  

自治会町内会長 各位 

 鶴見区地域振興課長 

 
令和５年度鶴見区自治連合会定例会（区連会）における資料配送について 

  

 時下 ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。 

 日頃から、自治会町内会活動に御尽力いただき、厚くお礼申し上げます。 

 さて、鶴見区自治連合会では原則毎月 19 日（土日に重なる場合は前倒し）に「鶴見区自

治連合会定例会」（以下、区連会）を開催しており、区連会の議題に基づき、各自治会町内

会へ資料を配送しております。 

 令和５年度の資料配送についても、今年度と同様の取扱いで実施する予定です。 

 

１ 配送概要 

 令和５年４月～ 

配送日 区連会の翌々日（詳細は裏面参照） 

不在時の 

取扱い 

・受領印不要 

・不在時は玄関先や指定場所等に置き配送 

   

２ 配送先変更の連絡について 

  新年度になって会長変更等により、配送先を変更する場合は担当までご連絡ください。 

 

３ その他 

  「広報よこはま」の配送とは別物ですので御注意ください。「広報よこはま」の部数及

び配送先の変更は、区役所区政推進課広報相談係（510-1680）に御連絡をお願いします。 

 

 

 

                  担当 鶴見区役所地域振興課 井上、阿部 

TEL 045-510-1687  FAX 045-510-1892 

Mail tr-chikatsu@city.yokohama.jp 

裏 面 あ り 



 

鶴見区自治連合会定例会 資料配送日 

  配送日 定例会日程 

４月 ２１日（金） １９日（水） 

５月 ２３日（火） １９日（金） 

６月 ２１日（水） １９日（月） 

７月 ２１日（金） １９日（水） 

８月 なし 休会 

９月 ２１日（木） １９日（火） 

１０月 ２３日（月） １９日（木） 

１１月 ２１日（火） １７日（金） 

１２月 ２１日（木） １９日（火） 

１月 ２３日（火） １９日（金） 

２月 ２１日（水） １９日（月） 

３月 ２２日（金） １９日（火） 

 



■
自

治
会

町
内

会
を

対
象

と
し

た
主

な
補

助
事

業
等

（
予

定
）

№
依
頼
時
期

事
業
名
称

補
助
概
要

所
管

（
問

合
せ

先
）

1
４
月

会
館
整
備
補
助
金

会
館
新
築
、
建
替
え
、
増
築
、
改
修
、
修
繕
等
に
係
る
費
用
を
補
助
し

ま
す

。
鶴

見
区

地
域

振
興

課
（
5
1
0
-
1
6
8
7
）

2
４
月

地
域
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
補
助

自
治
会
町
内
会
が
設
置
す
る
防
犯
カ
メ
ラ
の
費
用
を
補
助
し
ま
す
。
（

市
民

局
）

鶴
見

区
地

域
振

興
課

（
5
1
0
-
1
6
8
7
）

3
４
月

鶴
見
ク
リ
ー
ン
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

地
域
清
掃
の
た
め
の
ご
み
袋
や
軍
手
を
配
布
し
ま
す
。

鶴
見

区
地

域
振

興
課

（
5
1
0
-
1
6
8
9
）

4
４
月

初
期
消
火
器
具
等
整
備
補
助

初
期
消
火
器
具
等
を
設
置
、
更
新
す
る
際
の
費
用
を
補
助
し
ま
す
。

鶴
見

消
防

署
総

務
・

予
防

課
（
5
0
3
-
0
1
1
9
）

5
４
月

感
震
ブ
レ
ー
カ
ー
設
置
補
助

木
造
住
宅
密
集
地
域
を
対
象
に
感
震
ブ
レ
ー
カ
ー
の
購
入
費
用
や
取
付

け
を

支
援

し
ま
す
。

総
務

局
地

域
防

災
課

（
6
7
1
-
3
4
5
6
）

6
５
月

家
具
転
倒
防
止
対
策
助
成
事
業

転
倒
防
止
器
具
の
取
付
け
を
無
料
代
行
し
ま
す
。

総
務

局
地

域
防

災
課

（
6
7
1
-
3
4
5
6
）

7
９
月

Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
補
助
事
業

Ｉ
Ｃ
Ｔ
機
器
の
導
入
や
活
用
に
係
る
経
費
を
補
助
し
ま
す
。

鶴
見

区
地

域
振

興
課

（
5
1
0
-
1
6
8
7
）

8
９
月

防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
物
品
の
配
布

防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
活
動
の
た
め
の
物
品
を
配
布
し
ま
す
。

鶴
見

区
地

域
振

興
課

（
5
1
0
-
1
6
8
8
）

9
1
1
月

地
域

振
興

助
成

事
業

地
域

を
元

気
に

す
る

活
動

に
対

し
て

補
助

し
ま

す
。

公
益

社
団

法
人

　
鶴

見
法

人
会

（
5
2
1
-
2
5
3
1
）

10
２
月

鶴
見
区
新
た
な
チ
ャ
レ
ン
ジ
応
援
補
助
金

地
域
の
課
題
解
決
に
向
け
た
事
業
で
新
規
又
は
既
存
事
業
を
発
展
さ
せ
る

取
組

に
対

し
て
補
助
し
ま
す
。

鶴
見

区
区

政
推

進
課

（
5
1
0
-
1
6
7
8
）

11
２
月

共
助
の
た
め
の
防
災
活
動
補
助
金

地
域
防
災
力
向
上
に
つ
な
が
る
共
助
の
た
め
の
自
主
的
活
動
の
経
費
を
補

助
し

ま
す
。

鶴
見

区
総

務
課

（
5
1
0
-
1
6
5
6
）

12
３
月

地
域
活
動
推
進
費
補
助
金

自
治
会
町
内
会
の
公
益
的
活
動
に
対
し
て
補
助
し
ま
す
。

鶴
見

区
地

域
振

興
課

（
5
1
0
-
1
6
8
7
）

13
３
月

地
域
防
犯
灯
維
持
管
理
費
補
助
金

自
治
会
町
内
会
が
所
有
す
る
地
域
防
犯
灯
の
維
持
管
理
費
を
補
助
し
ま
す

。
鶴

見
区

地
域

振
興

課
（
5
1
0
-
1
6
8
7
）

14
３
月

町
の
防
災
組
織
活
動
費
補
助
金

自
主
防
災
組
織
活
動
に
対
し
、
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

鶴
見

区
総

務
課

（
5
1
0
-
1
6
5
6
）

1
5

３
月

L
E
D
防

犯
灯

整
備

事
業

Ｌ
Ｅ
Ｄ
防
犯
灯
を
新
設
設
置
し
ま
す
。
（
市
民
局
）

鶴
見

区
地

域
振

興
課

（
5
1
0
-
1
6
8
7
）

16
３
月

ま
ち
か
ど
花
壇

花
壇
を
整
備
し
不
法
投
棄
を
防
止
す
る
た
め
、
花
の
種
や
苗
等
を
差
し
上

げ
ま

す
。

鶴
見

区
地

域
振

興
課

（
5
1
0
-
1
6
8
9
）
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